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『
景
公
癒
』
の
解
釈

上
博
楚
簡

『
景
公
癒
』

•
四
・
七
・

馬
承
源
主
編
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
六
）
』
（
上
海
古

籍
出
版
社
・
ニ

0
0
七
年
七
月
）
は
、
「
屎
公
鮒
」
と
の
篇
題
を
持

つ
文
献
を
収
録
す
る
。
残
存
簡
は
十
三
簡
。
総
字
数
は
合
文
ニ
・

重
文
一
を
含
む
四
百
八
十
九
字
で
、
簡
頭
か
ら
満
写
さ
れ
て
い
る
。

竹
簡
の
両
端
は
平
斉
、
長
さ
は
約
五
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
推

測
さ
れ
、
編
綬
は
三
道
。
篇
題
は
第
二
簡
の
背
に
記
さ
れ
る
。

こ
の
文
献
は
、
盗
掘
後
に
香
港
ま
で
輸
送
さ
れ
る
途
中
、
上
中

下
の
三
段
に
折
れ
、
な
お
か
つ
下
段
の
す
べ
て
が
失
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
簡
と
簡
の
間
は
、
い
ず
れ
も
直
接
に
は
連
続
し
な
い
。

上
段
と
中
段
の
長
さ
は
約
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
文
字
数
は
二

十
字
前
後
、
失
わ
れ
た
下
段
の
長
さ
は
約
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

で
文
字
数
は
十
五
字
前
後
だ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る

C

上
段
と
中
段
を
綴
合
し
た
簡
は
、
第
一
・
ニ
・
―
―

八
•
九
•
十
•
十
一
・
十
三
の
計
十
簡
で
、
簡
は
中
段
の
み
、

第
六
簡
は
上
段
の
み
、
第
十
一
簡
は
中
段
の
み
が
残
さ
れ
て
い
る
。

第
十
三
簡
は
中
段
の
途
中
で
文
章
が
終
わ
り
、
以
下
が
留
白
と
な

っ
て
い
る
の
で
、
墨
節
な
ど
の
符
号
は
な
い
も
の
の
、
こ
こ
が
篇

末
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

『
景
公
癒
』
の
内
容
は
、
伝
世
文
献
の
『
在
秋
左
氏
伝
』
昭
公

二
十
年
や
、
『
晏
子
春
秋
』
外
篇
•
景
公
有
疾
梁
丘
披
裔
款
請
誅
祝

史
口
安
子
諌
、
及
び
『
晏
子
春
秋
』
内
篇
諌
上
・
景
公
病
久
不
愈
欲

誅
祝
史
以
謝
晏
子
諒
の
内
容
と
酷
似
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
ら
同
一
事
件
を
扱
う
伝
世
文
献
と
の
比
較
か
ら
、
篇
全
体
の

構
成
を
復
元
す
る
行
為
が
可
能
で
、
横
茅
左
氏
に
よ
る
排
列
案
に

は
間
題
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

『
屎
公
鮒
』
に
は
、
祝
官
・
史
官
に
よ
る
呪
術
の
有
効
性
と
、

君
主
の
徳
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
小
論
で
は
、
そ
こ
に
説
か
れ
る
の
為
政
と
祝
史
の
祭
祀
呪

に
お
け
る
為
政
と
祭
祀
呪
術

『
戦
国
楚
簡
研
究

2
0

0

 7』
(
『
中
国
研
究
集
刊
』
別
冊
特
集
号
〈
総
四
十
五
号
〉
）

平
成
十
九
年
十
二
月
一
ー
ニ
1

ハ
頁

浅

野

裕

(1) 



術
と
の
関
係
を
考
察
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
が
古
代
思
想
史
上
に

占
め
る
位
置
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

内
容
の
検
討
に
先
立
ち
、
ま
ず
『
景
公
紺
』
の
原
文
と
筆
者
の
解

釈
を
示
し
て
置
く
。
な
お
【
】
で
示
し
た
の
は
、
釈
文
の
注
釈

な
ど
を
参
考
に
し
て
、
筆
者
が
推
定
し
て
補
っ
た
文
字
で
あ
る
。

齊
景
公
所
違
歳
不
巳
。
割
痔
輿
梁
丘
披
言
於
公
日
、

吾
幣
吊
甚
倍
於
吾
先
君
之
量
突
、
吾
珪
賓
大
於
吾
先
君
之
【
敷

突
（
社
1
)

】
：
・
・
:
」
（
1
)

公
所
且
紺
、
追
歳
不
已
、
是
吾
無
良
祝
史
也
。
吾
欲
誅
諸
祝

史
、
公
翠
頁
(ijiJ

ど
答
之
個
然
、
是
吾
所
望
於
汝
也
。
去
皿
誅
之

二
子
急
将
：
・
・
:
」
（
2
)

競
公
術
」

(
2
背）

是
言
也
。
高
子
國
子
答
曰
‘
身
為
薪
、
或
可
詰
焉
。
是
信
吾

無
良
祝
史
、
公
益
誅
之
。
晏
子
惜
二
大
夫
退
。
公
入
晏
子
而

告
之
。
若
其
告
高
子
【
固
子

(."3
】
:
・
・
:
」
（
3
)

【
屈
斤

i
】
木
総
成
於
宋
、
王
命
屈
木
問
苑
武
子
之
行
焉
。

文
子
答
曰
、
夫
【
無
（
汁
ど
】
使
其
私
、
使
聴
獄
於
晉
邦
、
碑

情
而
不
愉
使
其
私
。
祝
史
進
：
・
・
:
」
（
4
)

…
…
思
聖
、
外
内
不
磨
。
可
（
日
ど
因
於
民
者
、
其
祝
史
之
為

其
君
祝
説
也
。
正
口
：
・
・
:
」
（
5
)

亡
突
。
而
湯
滑
者
、
輿
得
萬
揺
焉
。
今
君
之
貪
昏
苛
慇
、
幣

斉
の
景
公
は
所
且
つ
癖
に
し
て
、
歳
を
記
す
も
已
ま
ず
。
割
溶

違
…
…
」

君
祝
説
、

(
6
)
 

母
専
情
、
忍
翠
乎
、
則
言
不
聴
、
謂
不
獲
゜
如
順

、
則
恐
後
誅
於
史
者
。
故
其
祝
史
製
蔑
端
折
祝
之
、

多
評
言
…
…
」

(
7
)

誼
為
無
喪
"
‘
祝
亦
無
盆
置
。
今
薪
蒸
思
虞
守
之
、
澤
渭
史
蚊

守
之
、
山
林
史
衡
守
之
c

學
邦
為
飲
、
要
挟
者
玩
、
縛
應
者

柾
。
衆
…
・
:
」
（
8
)

明
徳
観
行
。
物
（
汁
t
1
)

而
未
著
也
、
非
為
美
玉
肴
牲
也
。
今
内

寵
有
割
痔
、
外

1
t

【
寵
汀
8
)
】
有
梁
丘
披
禁
狂
、
公
退
武
夫
悪

聖
人
、
番
涅
威
冨
使
…
・
:
」
（

9
)

【
外
寵
(
‘

lig
】
之
臣
、
出
矯
於
郡
。
自
姑
尤
以
西
、
柳
描
以

東
、
其
人
敷
多
已
。
是
皆
貧
苦
約
柄
疾
、
夫
婦
皆
誼
一
支
゜

夫
執
美
之
幣
三
布
之
玉
、
唯
是
口
：
・
・
:
」
（
10)

．．．．．． 
其
左
右
相
公
自
善
曰
‘
去
皿
必
死
愈
為
梨
乎
。
故
死
其
将

至
、
何
仁
：
・
・
:
」
（
11)

二
夫
可
(̀
IIIO)

不
受
皇
埃
置
、
則
未
得
輿
聞
＂
。
公
勢
起
、
退
席

日
、
善
哉
、
吾
口
晏
子
、
是
談
追
之
言
＂
也
。
祭
政
不
隻
、
未

以
至
於
此
。
紳
見
吾
捏
：
・
・
:
」
（
12)

請
祭
輿
政
、
晏
子
辟
。
公
或
謂
之
、
晏
子
許
諾
。
命
割
港
不
敢

監
祭
、
梁
丘
股
不
敢
監
政
。
旬
有
五
、
公
乃
出
見
逝
汀
l
I
)
0
(
1
3
)

(2) 



と
梁
丘
披
は
公
に
言
い
て
日
く
、
吾
が
幣
吊
は
吾
が
先
君
の

鼠
よ
り
も
甚
だ
し
く
倍
し
、
吾
が
珪
宝
は
吾
が
先
君
の
数
よ

.、.
3

↓
ィ
ょ
≪

り
も
大
し
。
：
・
・
:
（
1
)

公
の
所
且
つ
痣
に
し
て
、
歳
を
通
す
も
已
ま
ざ
る
は
、
是
れ

吾
に
良
き
祝
史
無
け
れ
ば
な
り
。
吾
は
諸
の
祝
史
を
誅
せ
ん

こ
う
べ

と
欲
す
る
も
、
公
は
頁
を
挙
げ
て
之
に
答
う
る
こ
と
個
然
た

れ
ば
、
是
れ
吾
が
汝
に
望
む
所
な
り
。
去
皿
ぞ
之
の
二
子
を
誅

す
る
こ
と
急
し
く
し
て
将
に
…
・
:
（
2
)

是
の
言
な
り
と
。
高
子
国
子
答
え
て
日
く
、
身
を
ば
薪
と
為

い

の

あ

し
て
、
詰
る
べ
き
こ
と
或
り
。
是
れ
信
に
吾
に
良
き
祝
史
無

け
れ
ば
、
公
は
去
皿
ぞ
之
を
誅
せ
ざ
る
や
と
。
晏
子
は
二
大
夫

の
退
く
を
惜
し
む
。
公
は
晏
子
を
入
れ
て
而
て
之
を
告
ぐ
。

若
其
れ
高
子
国
子
に
告
げ
て
：
・
・
:
（
3
)

屈
木
の
成
を
宋
に
為
す
や
、
王
は
屈
木
に
命
じ
て
苑
武
子
の

は
し
い

i
ま

行
を
問
わ
し
む
。
文
子
答
え
て
曰
く
、
夫
れ
其
の
私
を
使
に

-），＂-

す
る
こ
と
無
く
、
晋
邦
に
聴
獄
す
る
を
使
と
す
る
に
、
情
を
薄

た
の
'

J

き
て
其
の
私
を
使
に
す
る
を
愉
ま
ず
。
祝
史
は
進
み
て
：
・
：
・

(
4
)
 

と
こ
ろ

…
…
聖
を
思
わ
ば
、
外
内
廃
せ
ず
。
民
に
因
る
可
の
者
は
、
其

の
祝
史
の
其
の
君
の
為
に
祝
説
す
る
な
り
。
正
口
：
・
・
:
（
5
)

亡
べ
り
。
而
し
て
湯
は
清
な
れ
ば
、
万
福
を
得
る
に
与
れ
り
。

今
、
君
の
貪
昏
苛
慇
な
る
は
、
幣
は
：
•
い
：
·
·
:
（

6
)

君
の
祝
説
は
、
情
を
専
く
こ
と
母
く
し
て
、
寧
を
忍
ば
ば
、

則
ち
言
は
聴
か
れ
ず
、
請
は
獲
ら
れ
ず
。
如
し
言
に
順
い
て

こ
と

↓
イ
ょ
ヽ

悪
を
奔
わ
ば
、
則
ち
後
に
史
に
誅
せ
ら
る
る
者
を
恐
る
。
故

し

9

に
其
の
祝
史
は
端
蔑
き
を
製
り
て
折
り
て
之
を
祝
ら
ば
、
紆
言

多
く
し
て
：
·
：
•
(
7
)

誼
は
喪
う
こ
と
無
き
を
為
し
、
祝
も
亦
た
益
無
し
。
今
、
薪

蒸
は
思
虞
之
を
守
り
、
沢
済
は
史
蚊
之
を
守
り
、
山
林
は
史

む
さ
ば

衡
之
を
守
る
。
邦
を
挙
げ
て
敏
を
為
す
に
、
要
挟
者
は
玩
り
、

出
が

縛
応
者
は
任
れ
り
。
衆
は
：
・
・
:
（
8
)

こ
と

明
徳
に
し
て
行
を
観
る
。
物
而
ち
未
だ
著
か
な
ら
ざ
れ
ば
、

美
玉
肴
牲
を
為
す
に
は
非
ざ
る
な
り
。
今
、
内
寵
に
割
痔
有

り
、
外
寵
に
梁
丘
掠
有
り
て
禁
狂
し
、
公
は
武
夫
を
退
け
て

ば
ん
て
つ
ぞ
う
さ
L
う

聖
人
を
悪
み
、
番
涅
威
畠
を
し
て
：
．
せ
使
め
：
・
・
:
（
9
)

は
し
い

t
i

外
寵
の
臣
は
、
出
で
て
郡
に
矯
に
す
。
姑
・
尤
自
よ
り
以

西
、
聯
．
描
よ
り
以
東
は
、
其
の
人
の
数
や
多
し
。
是
れ
皆

に

く

は

か

り

ご

と

貧
苦
約
衛
し
て
疾
み
、
夫
婦
も
皆
誼
い
て
支
を
一
に
す
。
夫

れ
美
の
幣
・
三
布
の
玉
を
執
る
は
、
唯
是
れ
口
：
・
・
:
」
（
10)

…
…
其
の
左
右
は
公
を
相
け
て
自
ら
善
し
と
し
て
日
く
、
去
皿

ぞ
必
ず
死
す
れ
ば
愈
い
よ
楽
し
み
を
為
さ
ざ
ら
ん
や
と
。
故

に
死
其
れ
将
に
至
ら
ん
と
す
る
も
、
何
ぞ
仁
：
・
・
:
（
11)

J

う

め

ん

ど

こ

る

二
夫
は
皇
瑛
を
受
け
ざ
る
可
な
れ
ば
、
則
ち
未
だ
与
に
問
＜

い
そ
ぎ

を
得
ず
と
。
公
は
蜀
て
起
ち
、
退
席
し
て
曰
く
、
善
き
か
な
、

(3) 



か
た

i

子
に
口
す
る
に
、
是
れ
誼
追
の
言
な
り
。
祭
政
の
隻
ら

L
こ
し
さ

ざ
る
こ
と
、
未
だ
以
て
此
に
至
ら
ず
。
神
は
吾
が
痙
を
見
て

…
…

(12) 

祭
と
政
を
請
う
も
、
晏
子
は
辞
す
。
公
或
に
之
を
謂
わ
ば
、

つ
か
さ
ど

晏
子
は
許
諾
す
。
命
じ
て
割
塔
に
敢
て
は
祭
り
を
監
ら
せ
ず
、

梁
丘
披
に
敢
て
は
政
を
監
ら
せ
ず
。
旬
有
五
に
し
て
、
公
は

乃
ち
出
で
て
逝
る
を
見
る
。

(13)

斉
の
景
公
は
二
日
に
一
回
発
熱
し
た
り
、
日
に
一
回
発
熱
し

た
り
す
る
マ
ラ
リ
ア
の
症
状
を
呈
し
、
年
を
越
し
て
も
止
ま

な
か
っ
た
。
（
寵
臣
の
）
割
溶
と
梁
丘
披
は
景
公
に
次
の
よ
う

に
進
言
し
た
。
我
々
が
（
宗
廟
•
天
地
・
山
川
の
）
神
々
に
捧

げ
て
き
た
幣
吊
は
、
先
君
（
桓
公
）
の
時
代
の
数
量
よ
り
も
優

に
倍
増
し
て
居
り
ま
す
し
、
我
々
が
神
々
に
供
え
て
き
た
宝

玉
は
、
先
君
の
代
の
数
鼠
よ
り
も
多
い
の
で
す
。
：
・
・
:
（
1
)

景
公
が
マ
ラ
リ
ア
を
患
い
、
年
を
越
し
て
も
治
癒
し
な
い
の

は
、
斉
国
に
優
秀
な
祝
官
と
史
官
が
い
な
い
せ
い
で
す
。
我

々
（
割
痔
と
梁
丘
掠
）
は
責
任
を
取
ら
せ
て
祝
佗
と
史
固
の

二
名
を
誅
殺
し
た
い
と
願
い
出
ま
し
た
が
、
景
公
は
顔
を
上

げ
、
び
っ
く
り
し
て
黙
っ
た
ま
ま
だ
っ
た
の
で
、
今
度
は
あ

な
た
方
（
高
子
と
国
子
）
に
要
請
す
る
の
で
す
。
ど
う
し
て

祝
佗
と
史
固
の
二
名
を
す
ぐ
に
処
刑
し
て
、
・
：
し
な
い
の
で

(
2
)
 

…
…
こ
れ
を
言
う
の
で
す

C

高
子
と
国
子
は
次
の
よ
う
に
答

え
た
。
我
が
身
を
焚
殺
し
て
で
も
神
に
祈
る
べ
き
大
事
が
あ

り
ま
す
。
本
当
に
わ
が
国
に
優
れ
た
祝
官
と
史
官
が
い
な
い

せ
い
な
の
で
あ
れ
ば
、
景
公
は
ど
う
し
て
（
祝
佗
と
史
固
の
）

二
人
を
誅
殺
し
な
い
の
で
す
か
と
。
晏
子
は
（
高
子
と
国
子

の
）
二
大
夫
が
（
寵
臣
二
人
の
意
見
に
賛
同
し
た
ま
ま
景
公

の
前
よ
り
）
退
去
し
た
こ
と
を
（
控
え
の
間
で
間
い
て
）
残

念
に
思
っ
た
。
最
公
は
今
度
は
晏
子
を
召
し
出
し
て
、
一
連

の
経
緯
を
告
げ
た
。
そ
し
て
晏
子
か
ら
高
子
と
国
子
に
告
げ

て
：
・
・
:
（
3
)

（
楚
の
令
手
で
あ
る
）
屈
木
が
宋
の
会
盟
に
功
績
を
挙
げ
た

際
、
楚
の
康
王
は
屈
木
に
対
し
、
晋
の
大
夫
・
疸
武
子
(

i

氾

會
）
の
行
い
を
間
き
出
す
よ
う
命
じ
た
。
（
屈
木
の
質
間
に
）

晋
の
文
子
（
趙
武
）
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
。
疸
武
子
は
私

欲
を
恣
に
す
る
こ
と
が
な
く
、
晋
国
の
裁
判
を
司
る
職
責
を

果
た
す
の
に
、
誠
の
心
を
隅
々
ま
で
布
き
広
げ
て
、
我
意
を

通
す
の
を
好
み
ま
せ
ん
。
祝
官
と
史
官
が
神
前
に
進
み
出
て

…
…

(
4
)
 

…
…
聖
を
思
え
ば
、
家
の
外
に
も
内
に
も
差
し
障
り
が
あ
り

ま
せ
ん
。
民
が
切
望
す
る
中
身
は
、
祝
官
と
史
官
が
そ
の
君

主
の
た
め
に
祈
願
す
る
中
身
と
同
一
で
す
。
正
口
：
・
…
（
5
)

-、。
す
カ

(4) 



（
夏
王
朝
は
）
滅
亡
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
殷
の
湯
王
は
清

純
だ
っ
た
の
で
、
万
福
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
今
、

あ
な
た
様
は
貪
欲
で
道
理
に
暗
く
、
他
人
に
は
苛
酷
で
自
分

の
悪
行
に
は
目
を
つ
ぶ
っ
て
お
り
、
幣
は
（
先
君
の
前
例
に
）

違
い
…
…
」

(
6
)

景
公
の
祝
説
に
は
、
誠
を
尽
く
す
姿
勢
が
無
く
、
自
分
の
罪

を
認
め
な
い
不
誠
実
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
祈
り
の
言
葉
も

神
に
間
き
入
れ
ら
れ
ず
、
請
願
も
神
々
に
拒
ま
れ
て
い
ま
す
。

も
し
虚
偽
の
祝
言
に
従
っ
て
景
公
の
悪
事
を
骰
い
隠
せ
ば
、

後
世
の
史
官
か
ら
筆
誅
を
加
え
ら
れ
る
事
態
を
恐
れ
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
君
主
お
抱
え
の
祝
官
と
史
官
が
中
正

さ
の
な
い
虚
偽
の
祈
り
文
句
を
で
っ
ち
上
げ
、
偽
り
の
祈
祷

を
行
え
ば
、
虚
言
ば
か
り
が
多
く
て
：
・
・
:
（
7
)

（
民
衆
の
景
公
に
対
す
る
）
呪
誼
の
効
力
は
失
わ
れ
る
こ
と

が
な
い
一
方
、
（
景
公
の
熱
病
の
平
癒
を
願
う
祝
官
と
史
官
の
）

祈
り
は
何
の
効
力
も
発
揮
し
ま
せ
ん
。
今
、
（
燃
料
に
す
る
）

薪
や
枯
れ
草
は
思
虞
の
役
人
が
管
理
し
て
お
り
、
沢
水
や
済

水
（
の
草
木
）
は
史
蚊
の
役
人
が
管
理
し
て
お
り
、
山
林
は

史
衡
の
役
人
が
管
理
し
て
（
君
主
が
山
林
藪
沢
の
利
益
を
独

占
し
て
）
い
ま
す
。
全
国
に
わ
た
っ
て
悦
を
取
り
立
て
て
い

ま
す
が
、
左
右
の
補
弼
の
臣
下
た
ち
は
私
利
を
貪
り
、
司
法

の
役
人
た
ち
は
で
た
ら
め
放
題
で
す
。
民
衆
は
：
・
・
:
（

8
)

明
徳
を
以
て
（
相
手
の
）
行
動
を
評
価
し
ま
す
。
事
の
本
質

が
明
確
に
な
ら
な
い
間
は
、
美
玉
肴
牲
を
捧
げ
て
神
に
祈
っ

た
り
は
し
な
い
も
の
で
す
。
今
、
内
寵
の
臣
下
に
割
溶
が
い

て
、
外
寵
の
臣
下
に
梁
丘
抑
が
い
て
悪
事
に
狂
奔
し
、
景
公

は
勇
者
を
退
け
て
聖
人
を
憎
悪
し
、
下
僕
の
よ
う
に
阿
誤
追

従
す
る
取
り
巻
き
連
中
に
：
•
さ
せ
：
・
・
・
・(9
)

外
寵
の
臣
下
た
ち
は
、
都
を
出
て
地
方
で
や
り
た
い
放
題
利

益
を
貪
っ
て
い
ま
す
。
姑
・
尤
か
ら
西
、
聯
・
価
か
ら
東
、

す
な
わ
ち
斉
の
国
内
に
住
む
人
民
は
多
数
に
上
り
ま
す
。
こ

れ
ら
の
民
衆
は
全
員
が
貧
困
に
苦
し
み
、
生
活
に
困
窮
し
て

い
る
た
め
君
主
を
憎
み
‘
夫
婦
も
砦
心
を
―
つ
に
し
て
最
公

に
災
い
が
降
る
よ
う
呪
訊
し
て
お
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
美
し

い
幣
吊
や
選
り
す
ぐ
り
の
宝
玉
を
捧
げ
る
の
は
、
た
だ
口
：
・

・
:
」
（

10)

左
右
の
近
臣
は
君
主
の
補
佐
役
を
立
派
に
果
た
し
て
い
る
と

自
負
し
な
が
ら
、
あ
な
た
様
に
次
の
よ
う
に
吹
き
込
ん
で
い

ま
す
。
人
は
い
ず
れ
必
ず
死
ぬ
の
で
す
か
ら
、
生
き
て
る
間

に
快
楽
を
栖
め
ず
に
お
れ
ま
し
ょ
う
や
と
。
そ
こ
で
死
が
間

近
に
迫
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
う
し
て
：
・
・
:
（
11)

（
祝
佗
と
史
固
の
）
二
人
は
、
上
帝
の
加
設
を
受
け
ら
れ
な

い
状
況
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
二
人
そ
ろ
っ
て
（
天
罰
を
解
除

す
る
と
の
神
々
の
）
お
告
げ
を
間
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で

(5) 



A

齊
侯
所
遂
店
、
期
而
不
蓼

C

諸
侯
之
賓
問
疾
者
多
在
。
梁
丘

す
。
景
公
は
勢
い
よ
く
立
ち
上
が
り
、
退
席
す
る
と
次
の
よ

う
に
言
っ
た
。
何
と
素
睛
ら
し
い
で
は
な
い
か
。
私
は
晏
子

か
ら
邪
悪
を
徹
底
的
に
追
究
す
る
意
見
を
聞
く
こ
と
が
で
き

た
。
祭
祀
と
為
政
を
調
和
さ
せ
る
の
に
、
こ
の
上
な
い
進
言

で
あ
る
。
神
々
は
私
の
邪
悪
さ
を
ご
覧
に
な
り
：
・
・
:
（

12)

（
景
公
は
）
祭
祀
と
為
政
の
双
方
を
司
る
よ
う
に
要
請
し
た

が
、
晏
子
は
辞
退
し
た
。
だ
が
景
公
が
会
う
度
に
切
望
し
た

の
で
、
晏
子
も
つ
い
に
引
き
受
け
た
。
（
景
公
は
）
割
溶
に
は

敢
え
て
祭
祀
に
口
出
し
せ
ぬ
よ
う
、
そ
し
て
梁
丘
披
に
は
敢

え
て
為
政
に
口
出
し
せ
ぬ
よ
う
命
じ
た
。
十
五
日
後
、
景
公

は
居
室
を
出
て
、
病
が
去
っ
た
の
を
感
じ
た
。

(13)

『
景
公
癒
』
の
全
体
構
成

公
癒
』
は
全
体
の
約
三
分
の
強
が
失
わ
れ
て
お
り
、
論

旨
展
開
に
不
明
瞭
な
箇
所
が
残
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の

全
体
構
成
を
復
元
す
る
た
め
に
は
、
同
一
事
件
を
扱
う
伝
世
文
献

と
の
比
較
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
以
下
に
『
景
公
紺
』
と
酷
似

し
た
内
容
を
持
つ
伝
世
文
献
を
、
そ
の
論
旨
展
開
と
と
も
に
掲
げ

て
み
る
。

披
輿
裔
款
言
於
公
曰
‘
吾
事
鬼
紳
豊
、
於
先
君
有
加
突
。
今

君
疾
病
、
総
諸
侯
憂
、
是
祝
史
之
罪
也
。
諸
侯
不
知
、
其
謂

我
不
敬
。
君
去
皿
誅
於
祝
固
史
撚
以
僻
賓
。
公
説
告
晏
子
。
晏

子
曰
、
日
宋
之
盟
、
屈
建
問
苑
會
之
徳
於
趙
武
。
趙
武
曰
‘

夫
子
之
家
事
治
、
言
於
晉
國
、
喝
情
無
私
。
其
祝
史
祭
祀
、

陳
信
不
愧
。
其
家
事
無
猜
、
其
祝
史
不
祈
。
建
以
語
康
王
。

康
王
曰
‘
紳
人
無
怨
。
宜
夫
子
之
光
輔
五
君
以
為
諸
侯
主
也
。

公
曰
‘
棚
輿
疑
謂
寡
人
能
事
鬼
紳
、
故
欲
誅
干
祝
史
。
子
稲

是
語
何
故
。
封
曰
‘
若
有
徳
之
君
‘
外
内
不
廃
‘
上
下
無
怨
、

動
無
違
事
。
其
祝
史
附
信
、
無
愧
心
｛
跨
是
以
鬼
紳
用
郷
誼
‘

國
受
其
揺
、
祝
史
典
鰐
。
其
所
以
蕃
祉
老
壽
者
、
為
信
君
使

也
、
其
言
忠
信
於
鬼
紳
。
其
適
遇
淫
君
、
外
内
頗
邪
、
上
下

怨
疾
、
動
作
辟
違
、
従
欲
厭
私
、
高
塁
深
池
、
撞
鍾
舞
女
。

斬
刈
民
力
、
輸
掠
其
緊
、
以
成
其
違
、
不
伽
後
人
。
暴
虐
淫

従
、
騨
行
非
度
、
無
所
還
忌
、
不
思
謗
謡
、
不
憚
鬼
紳
。
紳

怒
民
痛
、
無
悛
於
心
。
其
祝
史
肘
信
、
是
言
罪
也
。
其
盗
失

数
美
、
是
矯
託
也
。
進
退
無
僻
、
則
虚
以
求
媚
。
是
以
鬼
紳

不
闘
其
國
以
禍
之
、
祝
史
典
焉
。
所
以
夭
昏
孤
疾
者
、
為
暴

君
使
也
、
其
言
僭
媛
於
鬼
紳
。
公
曰
、
然
則
若
之
何
。
封
曰
、

不
可
為
也
。
山
林
之
木
、
衡
鹿
守
之
。
澤
之
苗
蒲
、
舟
鮫
守

之
。
藪
之
薪
蒸
、
虞
候
守
之
。
海
之
盤
蜃
、
祈
望
守
之
。
縣

郡
之
人
、
入
従
其
政
。
儒
介
之
闊
、
暴
征
其
私
。
承
嗣
大
夫
、

(6) 



強
易
其
賄
。
布
常
無
藝
、
徴
倣
無
度
。
宮
室
日
更
‘
淫
楽
不

違
。
内
寵
之
妾
、
陣
蒋
於
市
、
外
寵
之
臣
、
僭
令
於
邸
。
私

欲
養
求
、
不
給
則
應
。
民
人
苦
病
、
夫
婦
皆
誼
。
祝
有
盆
也
、

訊
亦
有
損
。
聯
描
以
東
、
姑
尤
以
西
、
其
為
人
也
多
突
。
雖

其
善
祝
、
登
能
勝
億
兆
人
之
訊
。
君
若
欲
誅
於
祝
史
、
脩
徳

而
後
可
。
公
説
、
使
有
司
寛
政
、
毀
闊
、
去
禁
、
薄
敏
、
已

責
。
（
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
二
十
年
）

①
斉
侯
が
茄
店
の
病
を
患
い
、
一
年
経
っ
て
も
治
癒
し
な
い
。

②
梁
丘
掠
と
裔
款
が
、
先
君
の
代
よ
り
も
手
厚
く
神
々
を
祭

祀
し
て
い
る
の
に
病
が
癒
え
な
い
の
は
‘
祭
祀
を
担
当
す

る
祝
官
と
史
官
の
責
任
だ
か
ら
、
祝
固
と
史
憬
の
二
人
を

誅
殺
し
て
、
他
国
か
ら
見
舞
い
に
き
て
い
る
使
節
に
申
し

開
き
す
べ
き
だ
と
斉
公
に
進
言
す
る
。

③
進
言
に
喜
ん
だ
斉
侯
は
晏
子
の
意
見
を
求
め
る
°
晏
子
は
、

楚
の
屈
建
が
宋
の
会
盟
で
趙
武
か
ら
間
い
た
苑
會
の
人
物

評
を
語
り
出
す
。
疱
會
は
家
事
・
国
事
双
方
に
真
心
を
尽

く
し
て
努
め
る
の
で
、
国
の
祭
祀
で
疸
會
を
褒
め
て
も
祝

史
は
恥
じ
る
必
要
が
な
く
、
家
事
に
も
ま
や
か
し
が
な
い

の
で
、
家
の
祝
と
史
も
こ
と
さ
ら
に
福
を
祈
る
必
要
が
な

ぃ
°
屈
建
が
楚
の
康
王
に
こ
の
苑
會
評
を
告
げ
る
と
、
王

は
神
人
と
も
に
氾
會
に
怨
み
が
な
い
以
上
、
五
代
に
わ
た

っ
て
晋
の
君
主
を
補
佐
し
て
、
諸
侯
の
旗
頭
に
し
た
の
も

当
然
だ
と
感
想
を
述
べ
る
。

④
こ
れ
に
対
し
斉
侯
は
、
梁
丘
披
と
裔
款
の
進
言
を
も
っ
と

も
だ
と
思
い
、
祝
と
史
を
誅
殺
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
、

な
ぜ
疸
會
の
話
を
持
ち
出
す
の
か
と
訊
ね
る
。

⑤
晏
子
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
立
派
な
君
主
で
あ
れ
ば
、

祝
史
が
君
主
を
褒
め
称
え
て
神
々
に
福
を
祈
っ
て
も
、
神

々
は
そ
の
祭
祀
を
受
け
入
れ
、
国
家
も
祝
史
も
福
に
あ
や

か
る
。
と
こ
ろ
が
暴
虐
な
君
主
の
場
合
は
、
無
道
な
行
い

を
重
ね
な
が
ら
反
省
も
せ
ず
、
神
々
を
憚
っ
て
悪
事
を
控

え
た
り
も
し
な
い
。
そ
こ
で
神
は
怒
り
、
民
は
怨
む
。
も

し
祝
史
が
神
に
真
実
を
告
げ
れ
ば
、
君
主
の
罪
状
を
並
べ

立
て
る
こ
と
に
な
り
、
悪
行
を
隠
蔽
し
て
褒
め
上
げ
れ
ば
、

神
に
嘘
を
つ
く
こ
と
と
な
る
。
仕
方
な
く
、
あ
ら
ぬ
空
言

を
申
し
立
て
て
神
の
御
機
嫌
取
り
に
走
れ
ば
、
神
は
そ
の

祭
祀
を
受
け
入
れ
ず
、
国
家
も
祝
史
も
福
を
得
ら
れ
な
い
。

ど
ん
な
に
手
厚
く
祭
祀
し
て
福
を
祈
っ
て
も
、
若
死
に
し

た
り
病
気
に
な
っ
た
り
す
る
の
は
、
暴
虐
な
君
主
に
仕
え

て
い
る
せ
い
で
、
祝
史
の
祈
り
文
句
が
虚
偽
に
な
っ
て
し

ま
う
か
ら
で
あ
る
。

⑥
す
る
と
斉
侯
は
、
祝
史
の
処
分
を
ど
う
す
べ
き
か
訊
ね
る
。

晏
子
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
君
主
は
山
林
藪
沢
を
役
人

(7) 



B
 

に
管
理
さ
せ
て
利
益
を
独
占
し
て
い
る
。
地
方
の
民
衆
は

国
都
の
労
役
に
駆
り
出
さ
れ
、
関
所
で
は
法
外
な
通
行
税

が
取
ら
れ
、
大
夫
は
商
人
に
有
利
な
物
品
交
換
を
強
要
し
、

法
制
・
税
制
も
で
た
ら
め
で
、
宮
殿
は
し
き
り
に
改
築
さ

れ
、
淫
乱
な
音
楽
が
奏
で
ら
れ
、
内
寵
の
女
ど
も
は
市
場

か
ら
商
品
を
巻
き
上
げ
、
外
寵
の
臣
下
た
ち
は
地
方
で
や

り
た
い
放
題
儲
け
て
い
る
。

⑦
こ
の
よ
う
に
政
治
が
乱
脈
を
極
め
て
い
る
の
で
、
民
衆
は

困
窮
し
、
男
女
と
も
に
あ
な
た
を
呪
訊
し
て
い
る
。
ど
ん

な
に
祝
官
や
史
官
が
福
を
祈
っ
て
も
、
一
方
で
民
衆
が
君

主
を
呪
っ
て
い
る
の
で
す
。
聯
掘
以
東
、
姑
尤
以
西
の
斉

国
の
人
民
は
多
数
に
上
り
ま
す
°
祝
官
・
史
官
が
い
く
ら

福
を
祈
っ
て
も
、
億
兆
の
民
衆
の
呪
い
に
は
勝
て
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
も
祝
と
史
を
誅
殺
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
あ
な

た
の
徳
を
立
派
に
し
て
か
ら
な
さ
る
べ
き
で
す
。

⑧
斉
侯
は
I

の

を

間

い

て

び

、

反

省

し

て

善

政

を

布
い
た
。

公
所
遂
店
、
期
而
不
蓼
。
諸
侯
之
賓
問
疾
者
多
在
。
梁
丘

掠
裔
款
言
干
公
曰
吾
事
鬼
紳
豊
、
干
先
君
有
加
突
。
今
君
疾

病
、
為
諸
侯
憂
、
是
祝
史
之
罪
也
。
諸
侯
不
知
、
其
謂
我
不

敬
。
君
去
皿
誅
干
祝
固
史
儲
以
辟
賓
。
公
説
告
晏
子
。
晏
子
封

日
、
日
宋
之
盟
、
屈
建
問
苑
會
之
徳
干
趙
武
。
趙
武
曰
、
夫

子
之
家
事
治
、
言
干
於
晉
國
‘
喝
情
無
私
。
其
祝
史
祭
祀
、

陳
言
不
愧
。
其
家
事
無
猜
、
其
祝
史
不
祈
。
建
以
語
康
王
。

康
王
曰
、
紳
人
無
怨
゜
宜
夫
子
之
光
輔
五
君
以
為
諸
侯
主
也
。

公
曰
、
披
輿
款
謂
寡
人
能
事
鬼
紳
、
故
欲
誅
干
祝
史
。
子
稲

是
語
何
故
。
酎
日
、
若
有
徳
之
君
、
外
内
不
磨
‘
上
下
無
怨
、

動
無
違
事
。
其
祝
史
薦
信
、
無
愧
心
突
。
是
以
鬼
紳
用
砦
、

國
受
其
揺
祝
史
輿
焉
。
其
所
以
蕃
祉
老
壽
者
、
為
信
君
使

也
、
其
言
忠
信
干
鬼
紳
゜
其
適
遇
淫
君
、
外
内
頗
邪
、
上
下

怨
疾
、
動
作
辟
違
、
従
欲
厭
私
、
高
緊
深
池
、
撞
鍾
舞
女

C

斬
刈
民
力
、
輸
掠
其
緊
、
以
成
其
違
、
不
伽
後
人
。
暴
虐
淫

従
‘
陣
行
非
度
、
無
所
還
忌
、
不
思
謗
謡
、
不
憚
鬼
紳
。
神

怒
民
痛
、
無
悛
於
心
c

其
祝
史
煎
信
、
是
言
罪
也
。
其
蓋
失

敷
美
、
是
矯
託
也
。
進
退
無
酔
、
則
虚
以
成
媚
。
是
以
鬼
紳

不
翡
其
國
以
禍
之
、
祝
史
典
焉
。
所
以
夭
昏
孤
疾
者
、
為
暴

君
使
也
、
其
言
僭
媛
干
鬼
誹
。
公
曰
、
然
則
若
之
何
。
野
日
、

不
可
為
也
。
山
林
之
木
、
衡
鹿
守
之
。
澤
之
伍
蒲
、
舟
鮫
守

之
。
藪
之
薪
蒸
、
虞
候
守
之
。
海
之
藍
蜃
、
祈
望
守
之
。
縣

郷
之
人
、
入
従
其
政
。
僅
介
之
闊
、
暴
征
其
私
。
承
嗣
大
夫
、

強
易
其
賄
。
布
常
無
藝
、
徴
敏
無
度
。
宮
室
日
更
、
淫
梨
不

違
。
内
寵
之
妾
、
騨
奪
干
市
、
外
寵
之
臣
、
僭
令
於
郡
。
私

欲
毅
求
、
不
給
則
應
。
民
人
苦
病
、
夫
婦
皆
訊
。
祝
有
盆
也
、

(8) 



訊
亦
有
損
。
聯
描
以
東
、
姑
尤
以
西
、
其
為
人
也
多
突
。
雖

其
善
祝
、
登
能
勝
億
兆
人
之
訊
。
君
若
欲
誅
於
祝
史
、
脩
徳

而
後
可
。
公
説
、
使
有
司
窟
政
、
毀
闊
、
去
禁
、
苅
倣
‘
已

責
、
公
疾
愈
。
（
『
晏
子
春
秋
』
外
篇
・
景
公
有
疾
梁
丘
棚
裔

款
請
誅
祝
史
晏
子
諌
）

①
最
公
が
茄
店
の
病
を
患
い
、
一
年
経
っ
て
も
治
癒
し
な
い
。

②
梁
丘
腔
と
裔
款
が
、
先
君
の
代
よ
り
も
手
厚
く
神
々
を
祭

祀
し
て
い
る
の
に
病
が
癒
え
な
い
の
は
、
祭
祀
を
担
当
す

る
祝
官
と
史
官
の
責
任
だ
か
ら
、
祝
固
と
史
船
の
二
人
を

誅
殺
し
て
、
他
国
か
ら
見
舞
い
に
き
て
い
る
使
節
に
申
し

開
き
す
べ
き
だ
と
斉
公
に
進
言
す
る
。

③
進
言
に
喜
ん
だ
斉
侯
は
晏
子
の
意
見
を
求
め
る
。
晏
子
は
、

楚
の
屈
建
が
宋
の
会
盟
で
趙
武
か
ら
間
い
た
氾
會
の
人
物

評
を
語
り
出
す
。
苑
會
は
家
事
・
国
事
双
方
に
真
心
を
尽

く
し
て
努
め
る
の
で
、
国
の
祭
祀
で
苑
會
を
褒
め
て
も
祝

史
は
恥
じ
る
必
要
が
な
く
、
家
事
に
も
ま
や
か
し
が
な
い

の
で
、
家
の
祝
と
史
も
こ
と
さ
ら
に
福
を
祈
る
必
要
が
な

い
。
屈
建
が
楚
の
康
王
に
こ
の
苑
會
評
を
告
げ
る
と
、
王

は
神
人
と
も
に
疸
會
に
怨
み
が
な
い
以
上
、
五
代
に
わ
た

っ
て
晋
の
君
主
を
補
佐
し
て
、
諸
侯
の
旗
頭
に
し
た
の
も

当
然
だ
と
感
想
を
述
べ
る
。

④
こ
れ
に
対
し
景
公
は
、
梁
丘
抽
と
裔
款
の
進
言
を
も
っ
と

も
だ
と
思
い
、
祝
と
史
を
誅
殺
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
、

な
ぜ
危
會
の
話
を
持
ち
出
す
の
か
と
訊
ね
る
。

⑤
晏
子
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
立
派
な
君
主
で
あ
れ
ば
、

祝
史
が
君
主
を
褒
め
称
え
て
神
々
に
福
を
祈
っ
て
も
、
神

々
は
そ
の
祭
祀
を
受
け
入
れ
、
国
家
も
祝
史
も
福
に
あ
や

か
る
。
と
こ
ろ
が
暴
虐
な
君
主
の
場
合
は
、
無
道
な
行
い

を
重
ね
な
が
ら
反
省
も
せ
ず
、
神
々
を
憚
っ
て
悪
事
を
控

え
た
り
も
し
な
い
。
そ
こ
で
神
は
怒
り
、
民
は
怨
む
。
も

し
祝
史
が
神
に
真
実
を
告
げ
れ
ば
、
君
主
の
罪
状
を
並
べ

立
て
る
こ
と
に
な
り
、
悪
行
を
隠
蔽
し
て
褒
め
上
げ
れ
ば
、

神
に
嘘
を
つ
く
こ
と
と
な
る
。
仕
方
な
く
、
あ
ら
ぬ
空
言

を
申
し
立
て
て
神
の
御
機
娩
取
り
に
走
れ
ば
、
神
は
そ
の

祭
祀
を
受
け
入
れ
ず
、
国
家
も
祝
史
も
福
を
得
ら
れ
な
い
。

ど
ん
な
に
手
厚
く
祭
祀
し
て
福
を
祈
っ
て
も
、
若
死
に
し

た
り
病
気
に
な
っ
た
り
す
る
の
は
、
暴
虐
な
君
主
に
仕
え

て
い
る
せ
い
で
、
祝
史
の
祈
り
文
句
が
虚
偽
に
な
っ
て
し

ま
う
か
ら
で
あ
る
。

⑥
す
る
と
漿
公
は
、
祝
史
の
処
分
を
ど
う
す
べ
き
か
訊
ね
る
。

晏
子
は
次
の
よ
う
に
答
え
る

C

君
主
は
山
林
藪
沢
を
役
人

に
管
理
さ
せ
て
利
益
を
独
占
し
て
い
る
。
地
方
の
民
衆
は

国
都
の
労
役
に
駆
り
出
さ
れ
、
関
所
で
は
法
外
な
通
行
税

(9) 



c
 

が
取
ら
れ
、
大
夫
は
商
人
に
有
利
な
物
品
交
換
を
強
要
し
、

法
制
・
税
制
も
で
た
ら
め
で
、
宮
殿
は
し
き
り
に
改
築
さ

れ
、
淫
乱
な
音
楽
が
奏
で
ら
れ
、
内
寵
の
女
ど
も
は
市
場

か
ら
商
品
を
巻
き
上
げ
、
外
寵
の
臣
下
た
ち
は
地
方
で
や

り
た
い
放
題
儲
け
て
い
る
。

⑦
こ
の
よ
う
に
政
治
が
乱
脈
を
極
め
て
い
る
の
で
、
民
衆
は

困
窮
し
、
男
女
と
も
に
あ
な
た
を
呪
誼
し
て
い
る
。
ど
ん

な
に
祝
官
や
史
官
が
福
を
祈
っ
て
も
、
一
方
で
民
衆
が
君

主
を
呪
っ
て
い
る
の
で
す
。
卿
価
以
東
、
姑
尤
以
西
の
斉

国
の
人
民
は
多
数
に
上
り
ま
す
。
祝
官
・
史
官
が
い
く
ら

福
を
祈
っ
て
も
、
億
兆
の
民
衆
の
呪
い
に
は
勝
て
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
も
祝
と
史
を
誅
殺
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
あ
な

た
の
徳
を
立
派
に
し
て
か
ら
な
さ
る
べ
き
で
す
。

⑧
景
公
は
晏
子
の
発
言
を
聞
い
て
喜
び
、
反
省
し
て
善
政
を

布
い
た
。
す
る
と
景
公
の
病
は
平
癒
し
た
。

景
公
所
且
癖
、
期
年
不
巳
。
召
會
譴
梁
丘
股
晏
子
而
問
焉
曰
‘

寡
人
之
病
病
突
。
使
史
固
輿
祝
佗
巡
山
川
宗
廟
、
微
牲
珪
璧

莫
不
備
具
、
敷
其
常
多
先
君
桓
公
、
桓
公
一
則
寡
人
再
。
病

不
已
滋
甚
。
予
欲
殺
二
子
者
以
説
干
上
帝
、
其
可
乎
。
會
譴

梁
丘
披
曰
、
可
。
晏
子
不
封
。
公
曰
‘
晏
子
何
如
。
晏
子
曰
、

君
以
祝
為
有
盆
乎
。
公
日
、
然
。
若
以
総
有
盆
、
則
訊
亦
有

損
也
。
君
疎
輔
而
遠
彿
、
忠
臣
擁
塞
、
諫
言
不
出
。
臣
聞
之
、

近
臣
咽
、
遠
臣
招
、
衆
口
鰈
金
。
自
聯
描
以
東
、
姑
尤
以
西

者
、
此
其
人
民
緊
突
。
百
姓
之
咎
怨
誹
謗
、
誼
君
干
上
帝
者

多
突
。
一
國
誼
、
雨
人
祝
、
雖
善
祝
者
不
能
勝
也
。
且
夫
祝

直
言
情
、
則
謗
吾
君
也
。
隠
匿
過
、
則
欺
上
帝
也
。
上
帝
紳
、

則
不
可
欺
。
上
帝
不
紳
、
祝
亦
無
盆
。
願
君
察
之
也
。
不
然
、

刑
無
罪
。
夏
商
所
以
滅
也
。
公
日
、
善
解
余
惑
、
加
冠
。
命

會
詭
母
治
齊
國
之
政
、
梁
丘
牒
母
治
賓
客
之
事
、
兼
隔
之
乎

晏
子
。
晏
子
僻
、
不
得
命
‘
受
相
退

C

把
政
、
改
月
而
君
病

悛
。
公
曰
、
昔
吾
先
君
桓
公
、
以
管
子
為
有
力
、
邑
狐
輿
穀
、

以
共
宗
廟
之
鮮
゜
賜
其
忠
臣
、
則
是
多
忠
臣
者
。
子
今
忠
臣

也
。
寡
人
請
賜
子
州
款
。
僻
曰
、
管
子
有
一
美
、
嬰
不
如
也
。

有
一
悪
‘
嬰
不
忍
為
也
。
其
宗
廟
之
獲
鮮
也
。
終
僻
而
不
受
。

（
『
晏
子
春
秋
』
内
篇
諒
上
・
景
公
病
久
不
愈
欲
誅
祝
史
以
謝

晏
子
諌
）

①
景
公
が
所
紺
の
病
を
患
い
、
一
年
経
っ
て
も
治
癒
し
な
い
。

②
景
公
は
會
謹
・
梁
丘
披
．
晏
子
の
三
人
を
呼
び
出
し
、
次

の
よ
う
に
諮
問
し
た

C

自
分
の
病
状
は
悪
化
し
て
い
る
。

史
固
と
祝
佗
に
手
厚
く
山
川
・
宗
廟
を
祭
祀
さ
せ
、
犠
牲
•

珪
璧
の
数
は
先
君
桓
公
の
時
代
よ
り
も
倍
加
し
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
病
が
癒
え
ず
に
悪
化
し
て
い
る
以
上
、
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わ
し
は
史
固
と
祝
佗
の
人
を
誅
殺
し
て
、
上
帝
に
申
し

開
き
を
し
た
い
と
思
う
。
ど
う
だ
ろ
う
か
。
會
譴
と
梁
丘

披
は
、
そ
れ
が
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
と
答
え
た
が
、
晏
子

は
沈
黙
し
て
答
え
な
か
っ
た
。

③
そ
こ
で
景
公
は
、
晏
子
は
ど
う
思
う
か
と
訊
ね
る
。
す
る

と
晏
子
は
、
あ
な
た
様
は
福
を
祈
る
祝
に
効
果
が
あ
る
と

思
わ
れ
ま
す
か
と
訊
ね
る
。
最
公
が
効
果
は
あ
る
と
答
え

る
と
、
晏
子
は
次
の
よ
う
に
説
く
。
祝
に
効
果
が
あ
る
と

す
れ
ば
、
呪
い
に
も
効
果
が
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

あ
な
た
様
は
輔
弼
の
臣
下
を
遠
ざ
け
、
忠
臣
の
諫
言
を
間

こ
う
と
し
ま
せ
ん
°
今
、
聯
描
以
東
、
姑
尤
以
西
の
斉
国

の
人
民
は
多
数
に
上
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
民
衆
で
、
あ
な

た
様
の
暴
政
を
非
難
し
て
、
上
帝
に
呪
誼
し
て
い
る
非
車
が

数
多
く
い
ま
す
。
国
を
挙
げ
て
呪
っ
て
い
る
の
に
、
二
人

だ
け
が
君
主
の
福
を
祈
っ
て
い
る
の
で
す
o

ど
ん
な
に
優

秀
な
巫
祝
で
も
、
勝
て
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に

巫
祝
が
実
情
を
上
帝
に
直
言
す
れ
ば
、
わ
が
主
君
を
非
難

す
る
結
果
に
な
り
ま
す
。
か
と
言
っ
て
君
主
の
過
失
を
陀

蔽
す
れ
ば
、
上
帝
を
欺
く
結
果
と
な
り
ま
す
。
も
し
上
帝

に
神
秘
的
能
力
が
あ
る
の
な
ら
、
上
帝
を
耀
し
た
り
は
で

き
な
い
で
し
ょ
う
。
も
し
上
帝
に
神
秘
的
能
力
が
な
い
の

な
ら
、
福
を
求
め
る
祈
り
に
も
効
き
目
は
な
い
と
い
う
こ

こ
こ
に
掲
げ
た
伝
世
文
献
三
種
の
中
、

A
と
B
は
実
質
的
に
同

と
に
な
り
ま
す
。
ど
う
か
こ
う
し
た
道
理
を
わ
き
ま
え
て

下
さ
い
。
そ
う
せ
ず
に
無
罪
の
二
人
を
処
刑
す
る
の
は
、

夏
や
殷
が
滅
亡
し
た
轍
を
踏
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。

④
景
公
は
こ
れ
か
ら
も
長
生
き
し
て
わ
し
の
迷
妄
を
解
消
し

て
く
れ
と
感
謝
す
る
。
そ
し
て
會
鑓
を
斉
の
国
政
か
ら
は

ず
し
、
梁
丘
披
を
賓
客
の
接
待
役
か
ら
は
ず
し
て
、
両
方

の
職
務
を
晏
子
に
委
嘱
し
た
。
晏
子
は
辞
退
し
た
が
、
断

り
切
れ
ず
に
宰
相
の
役
を
引
き
受
け
て
退
出
し
た
。
晏
子

が
政
務
を
執
り
始
め
る
と
、
翌
月
に
は
景
公
の
病
が
平
癒

し
た
。

⑤
景
公
は
次
の
よ
う
に
提
案
し
た
。
先
君
の
桓
公
は
管
子
の

力
量
を
高
く
評
価
し
、
狐
と
穀
の
二
邑
を
与
え
て
、
宗
廟

の
祭
祀
に
用
い
る
鮮
肉
を
供
出
さ
せ
た
。
忠
臣
に
釆
邑
を

与
え
れ
ば
、
忠
臣
が
増
え
る
。
そ
ち
は
わ
し
の
忠
臣
な
の

だ
か
ら
、
州
款
の
邑
を
与
え
よ
う
。
晏
子
は
辞
退
し
て
、

次
の
よ
う
に
申
し
上
げ
た
。
管
子
に
は
美
点
が
あ
り
ま
し

た
が
、
私
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
管
子
に
は
難
点
も
あ
り
ま

し
た
が
、
私
に
は
同
じ
真
似
は
で
き
ま
せ
ん
。
宗
廟
の
祭

祀
に
鮮
肉
を
供
え
る
の
は
礼
で
は
な
い
の
で
す
。
重
ね
て

辞
退
し
て
邑
を
受
け
な
か
っ
た
。
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そ
れ
で
は
次
に
、

A
.
B
.
C
と
比
較
し
な
が
ら
、

の
欠
損
部
分
を
推
定
し
て
、
そ
の
全
体
構
成
を
復
元

進
み
た
い
。

第
一
簡
下
段
約
十
五
字
分
の
欠
損
部
分
に
は
、

A
I②、

②
と
の
対
応
か
ら
、
祝
と
史
の
二
人
を
誅
殺
す
べ
し
と
す
る
割
倦

と
梁
丘
披
の
発
言
が
記
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
第
二

簡
に
「
吾
は
諸
の
祝
史
を
誅
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
公
は
頁
を
挙
げ

て
之
に
答
う
る
こ
と
個
然
た
れ
ば
」
と
あ
る
の
で
、
景
公
に
二
人

の
誅
殺
を
提
案
し
た
が
、
驚
い
て
承
諾
し
な
か
っ
た
と
の
内
容
も

記
さ
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
さ
ら
に
第
二
簡
は
、
第
三
簡
に

「
高
子
国
子
答
え
て
曰
く
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
高
子
と
国
子
に

対
す
る
割
溶
と
梁
丘
披
の
発
言
で
あ
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
そ
こ

で
第
一
簡
下
段
に
は
、
割
溶
と
梁
丘
腺
が
高
子
と
国
子
に
自
分
た

B

|

 

公
紹
』

る
作
業
に

一
の
文
献
で
あ
る
。

A
が
斉
侯
と
す
る
の
に
対
し
て

B
が
景
公
と

す
る
点
、

B
の
側
に
だ
け
景
公
の
病
が
癒
え
た
と
す
る
記
述
が
あ

る
点
が
、
両
者
の
間
に
見
ら
れ
る
僅
か
な
違
い
で
、
そ
の
他
は
ほ

ぼ
同
一
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
れ
に
対
し
て

C
は
、
祝
史
の
誅
殺
を

発
案
し
た
の
が
景
公
自
身
と
さ
れ
て
い
る
点
や
、
苑
會
の
故
事
が

存
在
し
な
い
点
、
景
公
が
晏
子
に
釆
邑
を
与
え
よ
う
と
す
る
話
が

付
け
加
わ
っ
て
い
る
点
な
ど
、

A
.
B
と
は
構
成
や
内
容
が
か
な

り
異
な
っ
て
お
り
、

A
.
B
と
は
明
ら
か
に
別
系
統
の
資
料
で
あ

る。

ち
の
進
言
の
是
非
を
質
問
し
始
め
る
文

わ
れ
る
。

第
二
簡
下
段
約
十
五
字
分
の
欠
損
部
分
に
は
、
上
文
の
内
容
か

ら
、
祝
と
史
の
二
人
を
誅
殺
す
る
の
が
景
公
の
病
を
治
す
手
段
だ

と
、
高
子
と
国
子
を
説
得
す
る
割
落
と
梁
丘
掠
の
発
言
が
記
さ
れ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

A
.
B
.
C
に
は
そ
も
そ
も
高
子
と
国
子

が
登
場
し
な
い
の
で
、
当
然
こ
こ
に
対
応
す
る
部
分
は
存
在
し
な

い
。
ま
た
第
三
箇
の
冒
頭
に
「
是
の
言
な
り
」
と
あ
る
の
で
、
割

溶
と
梁
丘
拙
が
説
得
の
手
段
と
し
て
諺
•
格
言
の
類
を
援
引
し
た

可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。

第
三
簡
下
段
約
十
五
字
分
の
欠
損
部
分
に
は
、
「
公
は
晏
子
を
入

れ
て
而
て
之
を
告
ぐ
。
若
其
れ
高
子
国
子
に
告
げ
て
」
と
す
る
上

文
の
内
容
か
ら
判
断
し
て
、
晏
子
に
対
し
て
、
高
子
と
国
子
に
祝

史
の
誅
殺
を
指
示
す
る
よ
う
促
す
漿
公
の
発
言
が
記
さ
れ
て
い
た

と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た

A
I③、

B
ー
③
と
の
対
応
か
ら
、
晏
子

が
晋
の
疸
武
子
の
故
事
を
語
り
始
め
る
記
述
も
存
在
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。

第
四
簡
下
段
約
十
五
字
分
の
欠
損
部
分
、
及
び
第
五
簡
上
段
約

二
十
字
分
の
欠
損
部
分
に
は
、

A
I③、

B
I③
と
の
対
応
か
ら
、

祝
官
と
史
官
が
祭
祀
の
場
で
疸
武
子
を
褒
め
称
え
て
も
、
事
実
な

の
で
恥
じ
る
必
要
が
な
く
、
家
が
き
ち
ん
と
治
ま
っ
て
い
る
の
で
、

丑
氾
家
の
祝
史
は
こ
と
さ
ら
に
祈
る
必
要
も
な
か
っ
た
と
す
る
内
容
、

れ
て
い
た
と
思
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及
び
楚
の
康
王
が
五
代
に
わ
た
っ
て
晋
に
盟
主
の
地
位
を
維
持
さ

せ
た
苑
武
子
の
人
柄
を
称
賛
す
る
発
言
が
記
さ
れ
て
い
た
と
推
定

で
き
る
。
さ
ら
に
「
公
日
、
掠
典
疑
謂
寡
人
能
事
鬼
紳
、
故
欲
誅

干
祝
史
。
子
稲
是
語
何
故
。
封
日
、
若
有
徳
之
君
、
外
内
不
磨
」

と
す
る

A
I④
⑤
、

B
I④
⑤
と
の
対
応
か
ら
、
な
ぜ
唐
突
に
苑

武
子
の
話
を
持
ち
出
す
の
か
と
訊
ね
る
景
公
の
質
問
と
、
そ
の
理

由
を
説
明
す
る
晏
子
の
発
言
の
冒
頭
部
分
が
記
さ
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

第
五
簡
下
段
約
十
五
字
分
の
欠
損
部
分
に
は
、

A
I⑤、

B

|

⑤
と
の
対
応
か
ら
、
立
派
な
君
主
で
あ
れ
ば
、
神
々
も
そ
の
祭
祀

を
受
け
入
れ
る
が
、
暴
虐
な
君
主
で
あ
れ
ば
、
神
々
は
怒
っ
て
そ

の
祭
祀
を
受
け
入
れ
な
い
、
夏
王
朝
は
そ
の
た
め
に
滅
ん
だ
と
す

る
内
容
が
記
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る

C

第
六
簡
中
段
・
下
段
約
三
十
五
字
分
の
欠
損
部
分
に
は
、

A

|

⑤、

B
I⑤
と
の
対
応
か
ら
、
景
公
の
数
々
の
悪
行
を
指
弾
す
る

文
章
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る

C

第
七
簡
下
段
約
十
五
字
分
の
欠
損
部
分
に
は
、

A
I⑤、

B

|

⑤
と
の
対
応
か
ら
、
祝
史
が
景
公
の
悪
事
を
隠
蔽
し
て
祈
り
の
文

句
を
唱
え
れ
ば
‘
虚
偽
を
並
べ
る
結
果
と
な
り
、
そ
の
祭
祀
を
神

々
は
受
け
入
れ
ず
、
い
く
ら
祈
っ
て
も
福
は
得
ら
れ
な
い
と
の
主

旨
が
説
か
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。

第
八
簡
下
段
約
十
五
字
分
の
欠
損
部
分
に
は
、

A
I⑥、

B
I
 

⑥
と
の
対
応
か
ら
、
斉
の
国
内
で
統
治
階
層
が
不
正
な
手
段
で
暴

利
を
貪
る
一
方
、
民
衆
が
賦
役
や
重
税
で
苦
し
ん
で
い
る
状
況
が

記
さ
れ
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。

第
九
簡
下
段
約
十
五
字
分
の
欠
損
部
分
に
は
、
や
は
り

A
I⑥、

B
I⑥
と
の
対
応
か
ら
、
国
内
統
治
が
い
か
に
乱
脈
を
極
め
て
い

る
か
を
指
摘
す
る
文
章
が
続
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
十
簡
下
段
約
十
五
字
分
の
欠
損
部
分
に
は
、

A
l⑦、

B
l

⑦、

C
I③
と
の
対
応
か
ら
、
僅
か
に
祝
史
二
人
の
祝
で
は
、
斉

国
の
民
衆
の
呪
訊
に
は
対
抗
で
き
な
い
と
す
る
論
旨
が
述
べ
ら
れ

て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

第
十
一
簡
の
上
段
及
び
下
段
約
三
十
五
字
分
の
欠
損
部
分
は
、

A
.
B
.
C
に
直
接
の
対
応
部
分
が
存
在
し
な
い
。
上
文
の
内
容

か
ら
判
断
し
て
、
恐
ら
く
は
景
公
と
側
近
連
中
の
放
埒
ぶ
り
が
描

写
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

第
十
二
筒
下
段
約
十
五
字
分
の
欠
損
部
分
に
は
、

A
I⑧、

B

I
⑧、

C
I⑤
と
の
対
応
か
ら
、
景
公
の
反
省
の
弁
と
晏
子
に
対

す
る
謝
辞
が
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
『
景
公
紐
』
の
全
体
構
成
を
復
元
す
る

と
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

①
斉
の
景
公
は
二
日
に
一
回
発
熱
し
た
り
、
日
に
一
回
発
熱
し
た

り
す
る
マ
ラ
リ
ア
の
症
状
を
呈
し
、
年
を
越
し
て
も
止
ま
な
い
。
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②
割
溶
と
梁
丘
棚
は
、
先
君
・
桓
公
の
代
よ
り
も
神
々
を
手
厚
く

祭
祀
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
景
公
の
病
が
癒
え
な
い
の

は
祝
と
史
の
責
任
で
あ
る
か
ら
、
二
人
を
誅
殺
す
べ
き
だ
と
進

言
す
る
。

③
だ
が
景
公
は
驚
い
て
茫
然
自
失
と
な
り
、
応
諾
し
な
い
。

④
そ
こ
で
割
溶
と
梁
丘
棚
は
、
同
席
し
て
い
た
高
子
と
国
子
に
対

し
、
景
公
の
病
が
年
を
越
し
て
も
治
癒
し
な
い
の
は
、
斉
に
優

秀
な
祝
官
と
史
官
が
い
な
い
せ
い
で
、
我
々
は
祝
佗
と
史
固
の

二
名
を
誅
殺
し
た
い
と
進
言
し
た
が
、
景
公
は
驚
い
て
賛
同
し

な
か
っ
た
と
語
り
、
ど
う
し
て
祝
佗
と
史
固
を
処
刑
し
て
景
公

の
病
を
平
癒
さ
せ
な
い
の
か
と
‘
判
断
を
迫
る

C

⑤
高
子
と
国
子
は
、
我
が
身
を
焚
殺
し
て
で
も
神
に
祈
る
べ
き
大

事
が
あ
る
と
間
く
、
本
当
に
わ
が
国
に
優
秀
な
祝
官
と
史
官
が

い
な
い
せ
い
で
病
が
癒
え
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
景
公
は
ど
う
し

て
祝
佗
と
史
固
の
二
人
を
誅
殺
し
な
い
の
か
と
答
え
る
。

⑥
晏
子
は
高
子
と
国
子
の
二
大
夫
が
、
寵
臣
二
人
の
意
見
に
賛
同

し
た
ま
ま
景
公
の
前
よ
り
退
出
し
た
こ
と
を
残
念
に
思
う
。

⑦
景
公
は
今
度
は
晏
子
を
召
し
出
し
て
、
一
連
の
経
緯
を
告
げ
る
。

そ
し
て
晏
子
か
ら
高
子
と
国
子
に
祝
史
の
誅
殺
を
指
示
す
る
よ

う
促
す
。

⑧
す
る
と
晏
子
は
、
晋
の
大
夫
で
あ
る
氾
武
子
の
故
事
を
語
り
始

め
る
。
か
つ
て
宋
の
会
盟
で
楚
の
令
手
・
屈
木
が
功
績
を
挙
げ

た
際
‘
楚
の
康
王
は
屈
木
に
対
し
、
晋
の
大
夫
・
苑
武
子
（
疸

會
）
の
行
い
を
聞
き
出
す
よ
う
命
じ
た
。
屈
木
の
質
問
に
晋
の

文
子
（
趙
武
）
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
。
疸
武
子
は
私
欲
を
恣

に
せ
ず
、
晋
国
の
裁
判
を
司
る
職
責
を
果
た
す
の
に
、
真
心
を

隅
々
ま
で
布
き
広
げ
て
、
我
意
を
通
す
の
を
好
ま
な
い
。
祝
官

と
史
官
が
神
前
に
進
み
出
て
、
ど
ん
な
に
苑
武
子
を
褒
め
称
え

て
祈
っ
て
も
、
真
実
な
の
で
祝
史
は
何
ら
恥
じ
る
必
要
が
な
い
。

家
事
に
も
ま
や
か
し
が
な
い
の
で
、
家
の
祝
と
史
も
こ
と
さ
ら

に
福
を
祈
る
必
要
が
な
い
。
屈
建
が
楚
の
康
王
に
こ
の
氾
武
子

評
を
告
げ
る
と
、
王
は
氾
武
子
が
五
代
に
わ
た
っ
て
晋
に
盟
主

の
座
を
維
持
さ
せ
た
の
は
当
然
だ
と
感
想
を
述
べ
る
。

⑨
景
公
は
な
ぜ
苑
武
子
の
故
事
を
持
ち
出
す
の
か
と
訊
ね
る
。
晏

子
は
そ
の
理
由
を
説
明
し
始
め
る
。

⑩
立
派
で
あ
ろ
う
と
心
掛
け
れ
ば
、
家
の
外
に
も
内
に
も
差
し
障

り
が
な
い
。
民
が
切
望
す
る
中
身
は
、
祝
官
と
史
官
が
君
主
の

た
め
に
祈
願
す
る
中
身
と
同
一
で
あ
る
。
立
派
な
君
主
で
あ
れ

ば
、
神
々
は
そ
の
祭
祀
を
受
け
入
れ
る
が
、
暴
虐
な
君
主
で
あ

れ
ば
、
神
々
は
怒
っ
て
そ
の
祭
祀
を
受
け
入
れ
な
い
。
夏
の
架

王
は
そ
の
た
め
に
滅
ん
だ
の
で
あ
り
、
殷
の
湯
王
は
清
純
だ
っ

た
の
で
多
く
の
福
を
得
た
の
で
あ
る
。

⑪
今
、
景
公
は
貪
欲
で
道
理
に
暗
く
、
他
人
に
は
苛
酷
で
自
分
の

悪
行
に
は
目
を
つ
ぶ
っ
て
お
り
、
幣
を
捧
げ
る
や
り
方
も
礼
の
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作
法
に
違
反
し
て
い
る
。

⑫
景
公
の
祝
説
に
は
、
誠
を
尽
く
す
姿
勢
が
な
く
、
自
分
の
罪
を

認
め
な
い
不
誠
実
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
祈
り
の
言
菜
も
神
々

に
間
き
入
れ
ら
れ
ず
、
詰
願
も
神
々
に
拒
ま
れ
て
い
る
。
も
し

虚
偽
の
祝
言
に
従
っ
て
屎
公
の
悪
事
を
覆
い
隠
せ
ば
、
後
世
の

史
官
か
ら
筆
誅
を
加
え
ら
れ
る
事
態
を
恐
れ
る
こ
と
と
な
る
。

だ
か
ら
君
主
お
抱
え
の
祝
官
と
史
官
が
中
正
さ
の
な
い
虚
偽
の

祈
り
文
句
を
で
っ
ち
上
げ
、
偽
り
の
祈
祷
を
行
え
ば
、
虚
言
ば

か
り
が
多
く
て
神
々
の
怒
り
を
招

<
o
民
衆
の
最
公
に
対
す
る

呪
誼
の
効
力
は
失
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
一
方
、
景
公
の
熱
病
の

平
癒
を
願
う
祝
官
と
史
官
の
祈
り
は
何
の
効
力
も
発
揮
し
な
い
。

⑬
今
、
燃
料
に
す
る
薪
や
枯
れ
草
は
思
虞
の
役
人
が
管
理
し
て
お

り
、
沢
水
や
済
水
の
草
木
は
史
蚊
の
役
人
が
管
理
し
て
お
り
、

山
林
は
史
衡
の
役
人
が
管
理
し
て
君
主
が
山
林
藪
沢
の
利
益
を

独
占
し
て
る
。
全
国
に
わ
た
っ
て
税
を
取
り
立
て
て
い
る
が
、

左
右
の
補
弼
の
臣
下
た
ち
は
私
利
を
貪
り
、
司
法
の
役
人
た
ち

は
で
た
ら
め
放
題
を
し
て
い
る
。
民
衆
は
労
役
に
駆
り
出
さ
れ
、

重
税
を
搾
り
取
ら
れ
て
苛
敏
誅
求
に
困
窮
し
て
い
る
。

⑭
立
派
な
君
主
は
明
徳
を
以
て
相
手
の
行
動
を
評
価
す
る
°
事
の

本
質
が
明
確
に
な
ら
な
い
間
は
、
美
玉
肴
牲
を
捧
げ
て
神
に
祈

っ
た
り
は
し
な
い
。
今
、
内
寵
の
臣
下
に
は
割
痔
が
、
外
寵
の

臣
下
に
は
梁
丘
披
が
い
て
悪
事
に
狂
奔
し
、
景
公
は
勇
者
を
退

け
て
聖
人
を
憎
悪
し
、
下
僕
の
よ
う
に
阿
誤
追
従
す
る
取
り
巻

き
連
中
に
好
き
勝
手
を
さ
せ
て
い
る
。
内
寵
の
臣
下
た
ち
は
都

で
不
当
な
利
益
を
貪
り
、
外
寵
の
臣
下
た
ち
は
都
を
出
て
地
方

で
や
り
た
い
放
題
利
益
を
貪
っ
て
い
る
。

⑮
姑
．
尤
か
ら
西
、
聯
．
描
か
ら
東
、
す
な
わ
ち
斉
の
国
内
に
住

む
人
民
は
多
数
に
上
る
。
こ
れ
ら
の
民
衆
は
全
員
が
貧
困
に
苦

し
み
、
生
活
に
困
窮
し
て
い
る
た
め
君
主
を
憎
み
、
夫
婦
も
皆

心
を
―
つ
に
し
て
景
公
に
災
い
が
降
る
よ
う
呪
誼
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
美
し
い
幣
吊
や
選
り
す
ぐ
り
の
宝
玉
を
捧
げ
る
の
は
、

た
だ
民
衆
の
安
寧
を
願
う
か
ら
で
あ
る
。
斉
国
の
民
衆
が
こ
ぞ

っ
て
景
公
を
呪
っ
て
い
る
の
に
、
祝
と
史
の
二
人
だ
け
が
景
公

の
福
を
祈
っ
て
も
、
勝
て
る
は
ず
が
な
い
。

⑯
左
右
の
近
臣
は
君
主
の
補
佐
役
を
立
派
に
果
た
し
て
い
る
と
自

負
し
な
が
ら
、
景
公
に
次
の
よ
う
に
吹
き
込
ん
で
い
る
。
人
は

い
ず
れ
必
ず
死
ぬ
の
だ
か
ら
、
生
き
て
る
間
に
快
楽
を
極
め
ず

に
は
お
れ
な
い
と
。
そ
こ
で
死
が
間
近
に
迫
っ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
ど
う
し
て
楽
し
ま
ず
に
お
れ
よ
う
か
と
淫
楽
に
耽

っ
て
い
る
。

⑰
こ
う
し
た
暴
虐
な
君
主
に
仕
え
て
い
る
以
上
、
祈
り
の
文
句
は

虚
偽
に
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
祝
佗
と
史
固
の
二
人
は
、
上
帝
の

加
護
を
受
け
ら
れ
な
い
状
況
に
あ
る
か
ら
、
二
人
そ
ろ
っ
て
天

罰
を
解
除
す
る
と
の
神
々
の
お
告
げ
を
間
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
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⑱
景
公
は
勢
い
よ
く
立
ち
上
が
り
、
退
席
す
る
と
次
の
よ
う
に
反

省
す
る
。
何
と
素
晴
ら
し
い
で
は
な
い
か

C

私
は
晏
子
か
ら
邪

悪
を
徹
底
的
に
追
究
す
る
意
見
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
祭
祀

と
為
政
を
調
和
さ
せ
る
の
に
、
こ
の
上
な
い
進
言
で
あ
る

C

神

々
は
私
の
邪
悪
さ
を
ご
覧
に
な
り
、
病
を
除
去
し
よ
う
と
は
し

な
い
の
だ
。

⑲
景
公
は
晏
子
の
諫
言
に
感
謝
し
、
祭
祀
と
為
政
の
双
方
を
司
る

よ
う
に
要
請
し
た
が
、
晏
子
は
辞
退
す
る
。
だ
が
景
公
が
会
う

度
に
切
望
し
た
の
で
、
晏
子
も
つ
い
に
引
き
受
け
る
。
景
公
は

割
溶
に
は
敢
え
て
祭
祀
に
口
出
し
せ
ぬ
よ
う
、
そ
し
て
梁
丘
披

に
は
敢
え
て
為
政
に
口
出
し
せ
ぬ
よ
う
命
じ
る
。
十
五
日
後
、

景
公
は
居
室
を
出
て
、
病
が
去
っ
た
の
を
感
じ
る
。

全

体

構

成

を

一

応

復

元

し

終

え

た

と

こ

ろ

で

、

と

伝

世
文
献

A
.
B
.
C
と
の
異
同
を
改
め
て
確
認
し
て
置
こ
う
。

A
.
B
で
は
、
梁
丘
棚
と
裔
款
が
祝
史
の
誅
殺
を
進
言
す
る
と
、

「
公
は
説
び
て
晏
子
に
告
ぐ
」
と
、
景
公
は
喜
ん
で
す
ぐ
さ
ま
賛

同
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
『
景
公
紺
』
で
は
、
景
公
は
二
人
の
提

案
に
驚
き
、
呆
然
と
し
た
ま
ま
応
諾
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち

A
.
B
に
比
べ
て
『
景
公
癒
』
の
景
公
は
、
祝
史
の
誅
殺

に
関
し
て
、
よ
り
消
極
的
姿
勢
を
示
す
の
で
あ
る
。

C
で
は
、
そ

も
そ
も
祝
史
の
誅
殺
を
発
案
し
た
の
が
景
公
自
身
と
さ
れ
て
い
る

か
ら
、

C
の
景
公
が
最
も
積
極
的
だ
と
言
え
る
。

ま
た

A
.
B
で
は
側
近
二
人
の
提
案
に
喜
ん
だ
景
公
が
、
た
だ

ち
に
晏
子
の
意
見
を
求
め
る
構
成
を
取
る
。
と
こ
ろ
が

C
で
は
‘

自
ら
祝
史
の
誅
殺
を
発
案
し
た
景
公
が
、
會
謎
・
梁
丘
掠
・
晏
子

の
三
人
に
意
見
を
求
め
、
會
譴
と
梁
丘
披
の
二
人
は
賛
成
す
る
が
、

晏
子
は
応
答
し
な
い
と
の
構
成
を
取
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
景
公

瘤
』
で
は
、
割
塔
と
梁
丘
披
は
景
公
が
承
諾
し
な
か
っ
た
の
で
、

次
に
居
合
わ
せ
た
高
子
と
国
子
の
二
大
夫
に
同
調
を
求
め
た
と
す

る
構
成
を
取
る
。
す
な
わ
ち
景
公
と
晏
子
の
や
り
取
り
が
開
始
さ

れ
る
以
前
に
、
割
溶
・
梁
丘
披
と
高
子
.
二
国
子
の
問
答
が
介
在
し

て
い
る
点
が
、

A
.
B
.
C
に
は
見
ら
れ
な
い
『
景
公
甜
』
の
特

色
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
祝
史
の
誅
殺
を
否
定
し
て
景
公
に
反
省
を
促
す
晏
子
の
論

理
に
関
し
て
も
、

A
.
B
と
C
、
そ
し
て
『
景
公
紹
』
三
者
の
間

に
は
相
違
が
見
ら
れ
る
。

A
.
B
で
は
祝
史
の
祈
り
が
効
果
を
も

た
ら
さ
な
い
原
因
が
二
点
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
第
一
点
は
、
暴
虐

な
君
主
の
場
合
、
祝
史
は
君
主
の
悪
行
を
隠
蔽
し
、
絵
空
事
を
捏

造
し
て
虚
偽
の
祈
り
文
句
を
唱
え
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
神
々
の

怒
り
を
買
っ
て
祭
祀
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
す
る
点
で
あ
る
。

第
二
点
は
、
悪
政
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
斉
国
の
民
衆
は
こ
ぞ
っ

て
景
公
に
祟
り
が
あ
る
よ
う
呪
誼
し
て
お
り
、
僅
か
に
祝
史
二
人

が
福
を
祈
っ
て
も
、
圧
倒
的
多
数
の
人
民
の
呪
い
に
は
勝
て
な
い
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と
す
る
点
で
あ
る
。

公
紺
』

C
も
基
本
的
に
は
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。

の
場
合
も
、
祝
史
の
祈
り
が
無
力
で
あ
る
原
因
と

し
て
、

A
.
B
と
同
様
の
理
由
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ

る
。
た
だ
し
両
者
の
間
に
は
若
干
の
相
違
も
見
受
け
ら
れ
る
。

A
.

B
で
は
、
祭
祀
し
て
祈
る
対
象
と
し
て
は
、
「
吾
事
鬼
紳
豊
」
「
是

以
鬼
紳
用
狸
」
「
其
言
忠
信
干
鬼
紳
」
「
不
憚
鬼
紳
」
「
紳
怒
民
痛
」

「
是
以
鬼
紳
不
闘
其
國
以
禍
之
」
「
其
言
僭
鰻
於
鬼
紳
」
と
、
鬼
神

の
み
が
登
場
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て

C
で
は
、
「
以
説
干
上
帝
」
「
誼

君
干
上
帝
者
多
突
」
「
隠
匿
過
、
則
欺
上
帝
也
。
上
帝
神
、
則
不
可

欺
。
上
帝
不
紳
、
祝
亦
無
盆
」
と
、
福
を
祈
る
対
象
と
し
て
は
上

帝
の
み
が
登
場
す
る
。
そ
し
て
『
景
公
紺
』
で
は
祈
り
の
対
象
と

し
て
、
「
紳
見
吾
捏
」
と
神
が
登
場
す
る
。
ま
た
「
皇
埃
」
と
い
っ

た
曖
昧
な
表
現
で
は
あ
る
が
、
神
々
の
背
後
に
上
帝
の
存
在
が
想

定
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
示
さ
れ
て
い
る

C

さ
ら
に
會
譴
と
梁
丘
披
の
性
格
も
、
文
献
に
よ
っ
て
か
な
り
異

な
っ
て
い
る
C
A
.
B
、
及
び
『
景
公
紐
』
で
は
、
會
譴
と
梁
丘

披
は
祝
史
を
誅
殺
す
べ
き
だ
と
最
公
に
進
言
す
る
首
謀
者
と
さ
れ

る
。
だ
が

C
に
お
い
て
は
‘
こ
の
二
人
は
単
に
景
公
の
提
案
に
同

意
し
た
に
過
ぎ
ず
、
前
三
者
に
比
べ
る
と
遥
か
に
消
極
的
な
立
場

の
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
『
景
公
紺
』
と

C

で
は
、
晏
子
の
説
得
を
聞
き
入
れ
た
後
、
景
公
が
こ
の
二
人
を
解

任
し
た
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

A
.
B
に
は
解
任
し
た
と

『
景
公
症
』
の
思
想
的
特
色

の
直
接
的
表
現
は
見
ら
れ
な
い
。

ま
た
篇
の
結
束
の
形
に
関
し
て
も
、
文
献
に
よ
る
違
い
が
見
ら

れ
る
。

A
の
結
末
部
分
で
は
、
「
公
説
、
使
有
司
寛
政
、
毀
闊
、
去

禁
、
薄
敏
、
巳
責
」
と
、
斉
侯
が
善
政
に
転
換
し
た
こ
と
の
み
が

記
さ
れ
、
病
が
治
っ
た
と
す
る
記
述
は
存
在
し
な
い
。
こ
れ
に
対

し、

B
で
は
「
公
疾
愈
」
と
、

C
で
は
「
改
月
而
君
病
悛
」
と
、

『
景
公
紺
』
で
は
「
公
乃
出
見
逝
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
病
の
治
癒
が

記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し

C
で
は
、
最
後
に
景
公
が
釆
邑
を
与
え

よ
う
と
し
、
晏
子
が
辞
退
す
る
と
の
や
り
取
り
が
付
け
加
え
ら
れ

て
お
り
、
こ
の
点
で
は

C
だ
け
が
異
質
だ
と
言
え
る
。

『
景
公
紺
』
は
、
君
主
の
為
政
と
祝
史
の
祭
祀
呪
術
と
の
関
係

を
主
趙
と
す
る
。
本
章
で
は
、
『
景
公
瘤
』
が
両
者
の
関
係
を
ど
の

よ
う
に
説
い
て
い
る
の
か
を
分
析
し
た
上
で
、
そ
の
思
考
が
古
代

思
想
史
上
に
占
め
る
位
置
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
。

先
君
・
桓
公
の
代
よ
り
も
神
々
を
手
厚
く
祭
祀
し
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
漿
公
の
病
が
癒
え
な
い
の
は
祝
と
史
の
責
任
で
あ

る
か
ら
、
二
人
を
誅
殺
す
べ
き
だ
と
す
る
割
痔
と
梁
丘
抽
、
及
び

そ
れ
に
同
調
し
た
漿
公
の
立
場
は
、
神
に
福
を
祈
る
祝
史
の
祭
祀

呪
術
に
は
明
確
な
効
果
が
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
か
つ
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こ
の
立
場
で
は
、
祭
祀
で
捧
げ
る
幣
吊
玉
璧
の
量
が
多
け
れ
ば
、

そ
れ
だ
け
神
々
に
褒
賞
さ
れ
て
呪
術
は
よ
り
一
層
の
効
果
を
上
げ

る
と
思
考
さ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
思
考
を
否
定
す
る
晏
子
の
論
理
は
い
か

な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
晏
子
の
論
理
の
第
一
点
は
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。

景
公
の
祝
説
に
は
、
誠
を
尽
く
す
姿
勢
が
な
く
、
自
分
の
罪
を

認
め
な
い
不
誠
実
な
も
の
で
あ
る
た
め
祈
り
の
言
葉
も
神
々
に
間

き
入
れ
ら
れ
ず
、
請
願
も
神
々
に
拒
ま
れ
て
い
る
。
も
し
虚
偽
の

祝
言
に
従
っ
て
景
公
の
悪
事
を
覆
い
隠
せ
ば
、
後
世
の
史
官
か
ら

筆
誅
を
加
え
ら
れ
る
事
態
を
恐
れ
る
こ
と
と
な
る
。
だ
か
ら
君
主

お
抱
え
の
祝
官
と
史
官
が
中
正
さ
の
な
い
虚
偽
の
祈
り
文
句
を
で

っ
ち
上
げ
、
偽
り
の
祈
祷
を
行
え
ば
、
虚
言
ば
か
り
が
多
く
て
神

々
の
怒
り
を
招
く
。
民
衆
の
景
公
に
対
す
る
呪
誼
の
効
力
は
失
わ

れ
る
こ
と
が
な
い
一
方
、
景
公
の
熱
病
の
平
癒
を
願
う
祝
官
と
史

官
の
祈
り
は
何
の
効
力
も
発
揮
し
な
い
。

要
す
る
に
こ
れ
は
、
「
貪
昏
苛
慇
な
る
」
暴
虐
な
君
主
の
場
合
、

祝
史
は
君
主
の
悪
行
を
隠
蔽
し
、
虚
偽
の
祈
り
文
句
を
唱
え
ざ
る
を

得
な
く
な
る
た
め
、
神
々
の
怒
り
を
買
っ
て
祭
祀
が
受
け
入
れ
ら

れ
ず
、
し
た
が
っ
て
福
も
得
ら
れ
な
い
と
す
る
論
理
で
あ
る
。

留
意
す
べ
き
は
、
こ
の
晏
子
の
論
理
で
は
、
祝
史
の
祭
祀
呪
術

そ
の
も
の
が
全
面
的
に
否
定
さ
れ
て
は
い
な
い
点
で
あ
る
。
「
湯
は

清
な
れ
ば
、
万
福
を
得
る
に
与
れ
り
」
と
賞
賛
さ
れ
る
殷
の
湯
王

の
例
の
よ
う
に
、
有
徳
の
君
主
の
場
合
は
、
祈
祷
の
文
句
に
虚
偽

が
含
ま
れ
な
い
の
で
、
祭
祀
呪
術
は
効
果
を
も
た
ら
し
、
福
が
得

ら
れ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
呪
術
の
効
力
の
有
無
を
決
定
す
る
第
一
の
要
因
は
、

君
主
の
為
政
の
是
非
如
何
と
な
る
。
祝
史
が
君
主
の
数
々
の
善
行

を
神
々
に
申
し
立
て
、
か
く
も
立
派
な
君
主
な
の
で
福
を
授
け
て

欲
し
い
と
祈
祷
す
る
祭
祀
呪
術
の
形
式
そ
の
も
の
が
、
必
然
的
に

君
主
の
為
政
の
正
し
さ
を
要
求
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
晏
子
の

論
理
の
第
二
点
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

姑
．
尤
か
ら
西
、
柳
．
描
か
ら
東
、
す
な
わ
ち
斉
の
国
内
に
住

む
人
民
は
多
数
に
上
る
。
こ
れ
ら
の
民
衆
は
全
員
が
貧
困
に
苦
し

み
、
生
活
に
困
窮
し
て
い
る
た
め
君
主
を
憎
み
、
夫
婦
も
皆
心
を

―
つ
に
し
て
景
公
に
災
い
が
降
る
よ
う
呪
誼
し
て
い
る
。
そ
も
そ

も
美
し
い
幣
吊
や
選
り
す
ぐ
り
の
宝
玉
を
捧
げ
る
の
は
、
た
だ
民

衆
の
安
寧
を
願
う
か
ら
で
あ
る
。
斉
国
の
民
衆
が
こ
ぞ
っ
て
景
公

を
呪
っ
て
い
る
の
に
、
祝
と
史
の
二
人
だ
け
が
景
公
の
福
を
祈
っ

て
も
、
勝
て
る
は
ず
が
な
い
。

こ
の
論
理
に
は
、
君
主
お
抱
え
の
祝
官
・
史
官
に
よ
る
「
祝
」

と
、
斉
の
民
衆
に
よ
る
「
誼
」
の
い
ず
れ
が
勝
つ
か
と
の
構
図
が

描
か
れ
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
晏
子
は
、
「
誼
」
が
「
祝
」
に
勝
つ
と

判
定
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
第
一
の
理
由
は
、
「
祝
」
の
側
が
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「
君
の
祝
説
は
、
情
を
専
く
こ
と
母
く
し
て
、
睾
を
忍
ば
ば
、
則

ち
言
は
聴
か
れ
ず
、
請
は
獲
ら
れ
ず
。
如
し
言
に
順
い
て
悪
を
奔

わ
ば
、
則
ち
後
に
史
に
誅
せ
ら
る
る
者
を
恐
る
。
故
に
其
の
祝
史

は
端
蔑
き
を
製
り
て
折
り
て
之
を
祝
ら
ば
、
紆
言
多
く
し
て
」
と

批
判
さ
れ
る
よ
う
に
、
全
く
の
虚
偽
な
の
に
対
し
て
、
「
誼
」
の
側

が
「
邦
を
挙
げ
て
倣
を
為
す
に
、
要
挟
者
は
侃
り
、
縛
応
者
は
柾

れ
り
」
「
今
、
内
寵
に
割
溶
有
り
、
外
寵
に
梁
丘
掠
有
り
て
禁
狂
し
、

公
は
武
夫
を
退
け
て
聖
人
を
悪
む
」
「
皆
貧
苦
約
衛
し
て
疾
み
、
夫

婦
も
皆
誼
い
て
支
を
一
に
す
」
と
、
景
公
の
乱
脈
な
統
治
に
苦
し

め
ら
れ
て
い
る
と
の
真
実
を
踏
ま
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
と

よ
り
神
々
は
虚
偽
を
憎
み
真
実
を
好
む
か
ら
、
当
然
「
誼
は
喪
う

こ
と
無
き
を
為
し
、
祝
も
亦
た
益
無
し
」
と
の
結
果
を
招
く
わ
け

で
あ
る
。

第
二
の
理
由
は
、
斉
の
人
民
が
こ
ぞ
っ
て
景
公
を
呪
誼
し
て
い

る
の
に
、
祝
官
と
史
官
の
二
人
だ
け
が
福
を
祈
っ
て
み
て
も
対
抗

で
き
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
衆
寡
敵
せ
ず
の
考
え

方
で
、
こ
の
場
合
、
幣
吊
玉
璧
の
鼠
が
多
い
こ
と
な
ど
何
の
助
け

に
も
な
ら
な
い
。

と
す
れ
ば
晏
子
の
論
理
の
第
二
点
も
、
結
局
は
第
一
点
に
還
元

さ
れ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

C

君
主
の
側
の
「
祝
」
が
虚
偽

と
な
る
の
も
、
民
衆
の
側
の
「
訊
」
が
真
実
と
な
る
の
も
、
景
公

の
悪
政
に
由
来
す
る
し
、
斉
の
民
衆
が
こ
と
ご
と
く
景
公
を
呪
訊

す
る
に
至
っ
た
の
も
、
や
は
り
景
公
の
為
政
の
乱
脈
ぶ
り
に
原
因

が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
祭
祀
呪
術
の
効
力
を
無
条
件
に
肯

定
す
る
考
え
方
を
否
定
す
る
晏
子
の
論
理
が
‘
呪
術
の
効
力
自
体

を
原
理
的
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
呪
術
よ
り
も
ま
ず
君
主

の
為
政
を
優
先
さ
せ
る
べ
き
だ
と
す
る
立
場
だ
っ
た
こ
と
が
判
明

す
る
。
最
公
は
熱
病
に
罹
患
し
て
年
を
越
し
て
も
癒
え
な
い
原
因

が
、
自
己
の
悪
政
に
対
す
る
神
々
の
処
罰
．
譴
責
だ
と
認
識
す
べ

き
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
景
公
は
、
自
己
の
悪
政
に
は
目
を
つ
ぶ

っ
た
ま
ま
、
「
物
而
ち
未
だ
著
か
な
ら
ざ
れ
ば
、
美
玉
肴
牲
を
為
す

に
は
非
ざ
る
な
り
」
と
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
、
全
く
の
心
得
違
い

を
起
こ
し
、
幣
吊
玉
璧
を
捧
げ
て
祭
祀
呪
術
を
担
当
す
る
祝
史
の

責
任
に
帰
そ
う
と
し
た
。
根
本
原
因
で
あ
る
為
政
の
側
を
無
視
し

て
、
二
義
的
な
意
味
し
か
持
た
な
い
祭
祀
呪
術
に
の
み
頼
ろ
う
と

し
た
と
こ
ろ
に
、
景
公
の
病
が
癒
え
な
い
原
因
が
存
在
し
た
の
で

あ
る
。だ

か
ら
こ
そ
、
「
善
き
か
な
、
吾
晏
子
に
口
す
る
に
、
是
れ
談
追

の
言
な
り
。
祭
政
の
隻
ら
ざ
る
こ
と
、
未
だ
以
て
此
に
至
ら
ず
」

と
か
「
祭
と
政
を
請
う
も
、
晏
子
は
辞
す
。
公
或
に
之
を
謂
わ
ば
、

晏
子
は
許
諾
す
。
命
じ
て
割
倦
に
敢
て
は
祭
り
を
監
ら
せ
ず
、
梁

丘
拙
に
敢
て
は
政
を
監
ら
せ
ず
。
旬
有
五
に
し
て
、
公
は
乃
ち
出

で
て
逝
る
を
見
る
」
と
、
祭
祀
呪
術
と
為
政
の
優
先
順
位
を
正
し
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く
認
識
で
き
た
後
、

で
あ
る
。

は
じ
め
て
景
公
の
病
は
癒
え
た
と
さ
れ
る
の

こ
れ
と
思
想
的
立
場
を
同
じ
く
す
る
文
献
は
、
他
の
上
博
楚
簡

や
伝
世
文
献
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
最
初
に
馬
承
源
主
編

『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
二
）
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
・
ニ

0
0
二
年
十
二
月
）
が
収
録
す
る
『
魯
邦
大
の
内
容
を
見
て

み
よ
う

C

「
魯
邦
に
大
旱
あ
り
と
、
前
四
八

0
年
に
魯
は
大
旱
魃
に
見

舞
わ
れ
る
。
哀
公
に
対
応
策
を
諮
問
さ
れ
た
孔
子
は
、
「
邦
に
大
旱

あ
る
は
、
乃
ち
諸
を
刑
と
徳
と
に
失
う
こ
と
母
か
ら
ん
か
」
と
答

え
る
。
上
天
は
善
政
を
施
す
君
主
を
褒
賞
し
て
、
順
調
な
気
候
の

推
移
や
穀
物
の
収
穫
な
ど
の
恩
徳
を
与
え
る
。
逆
に
君
主
の
失
政

に
対
し
て
は
、
旱
魃
や
飢
饉
な
ど
の
刑
罰
を
降
し
て
詭
責
す
る
。

君
主
は
自
分
が
上
天
か
ら
恩
徳
を
授
か
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と

も
刑
罰
を
降
さ
れ
て
い
る
の
か
を
適
切
に
判
断
し
、
も
し
後
者
だ

と
認
識
し
た
な
ら
ば
、
速
や
か
に
反
省
し
て
善
政
に
転
換
す
る
必

要
が
あ
る
。
「
刑
と
徳
と
に
失
う
」
と
は
そ
の
判
断
を
誤
る
行
為
を

指
す
。
つ
ま
り
孔
子
は
、
魯
を
襲
う
大
旱
魃
は
、
上
天
が
哀
公
の

失
政
を
咎
め
て
降
し
た
刑
罰
で
あ
り
、
謎
告
だ
と
指
摘
し
た
の
で

あ
る
。だ

が
哀
公
は
事
態
を
そ
の
よ
う
に
は
認
識
で
き
ず
に
、
「
珪
璧
幣

吊
を
山
川
に
愛
し
」
て
雨
乞
い
す
る
「
説
の
祭
祀
に
執
着
し
て
、

事
態
を
打
開
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
経
緯
を
孔
子
か
ら
間
か
さ
れ

た
子
貢
は
、
祭
祀
呪
術
の
有
効
性
を
次
の
よ
う
に
否
定
す
る
。

如
し
夫
の
刑
と
徳
と
を
正
し
て
、
以
て
上
天
に
事
う
れ
ば
、

此
れ
是
な
る
か
な
。
如
し
夫
の
珪
璧
幣
吊
を
山
川
に
愛
す
こ

と
母
き
も
、
乃
ち
不
可
な
る
こ
と
母
し
。
夫
れ
山
は
石
以
て

附
と
為
し
、
木
以
て
民
と
為
す

C

如
し
天
雨
ふ
ら
さ
ざ
れ
ば
、

石
は
将
に
焦
げ
ん
と
し
、
木
は
将
に
死
せ
ん
と
す
。
其
の
雨

を
欲
す
る
こ
と
我
よ
り
甚
だ
し
き
も
の
或
り
。
何
ぞ
必
ず
し

も
明
を
侍
ま
ん
や
。
夫
れ
川
は
水
以
て
府
と
為
し
、
魚
以
て

民
と
為
す
。
如
し
天
雨
ふ
ら
さ
ざ
れ
ば
、
水
は
将
に
涸
れ
ん

と
し
、
魚
は
将
に
死
せ
ん
と
す
。
其
の
雨
を
欲
す
る
こ
と
我

よ
り
甚
だ
し
き
も
の
或
り

C

何
ぞ
必
ず
し
も
明
を
侍
ま
ん
や
。

こ
こ
に
表
明
さ
れ
る
子
貢
の
立
場
は
、
刑
徳
を
正
し
て
善
政
に

転
換
す
る
行
為
の
み
が
、
「
大
旱
」
な
る
天
刑
を
解
除
す
る
唯
一
の

方
策
で
あ
り
、
な
お
か
つ
「
説
」
な
る
雨
乞
い
の
祭
祀
に
は
、
道

理
と
し
て
何
の
有
効
性
も
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
孔
子
は
、
「
公
登
に
梁
に
飽
き
肉
に
飲
か
ざ
ら
ん
や
。
庶
民
を

如
何
と
も
す
る
無
し
」
と
応
ず
る
。
お
前
の
言
う
と
お
り
、
「
大
旱
」

を
天
刑
．
詭
告
と
受
け
止
め
、
奢
修
を
改
め
る
以
外
に
降
雨
を
も

た
ら
す
方
策
は
な
い
の
に
、
哀
公
は
無
益
な
祭
祀
呪
術
だ
け
で
済
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ま
そ
う
と
し
て
、
相
変
わ
ら
ず
飽
食
三
昧
を
続
け
て
い
る
、
そ
ん

な
こ
と
で
は
庶
民
を
苦
況
か
ら
救
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

『
魯
邦
大
旱
』
に
お
け
る
子
貢
の
論
理
は
、
祭
祀
呪
術
の
有
効

性
を
根
本
的
に
否
定
す
る
点
で
、
『
景
公
紐
』
に
お
け
る
晏
子
の
論

理
よ
り
も
遥
か
に
尖
鋭
で
あ
る
(
‘
日
12)
。
そ
う
し
た
濃
淡
の
差
は
あ

り
な
が
ら
も
、
巫
祝
に
よ
る
祭
祀
呪
術
に
頼
る
政
治
よ
り
も
、
君

主
の
徳
を
重
視
す
る
政
治
へ
の
転
換
を
説
く
点
で
、
両
者
は
近
似

し
た
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

実
は
晏
子
が
、
『
魯
邦
大
旱
』
に
お
け
る
子
貢
と
同
様
の
論
理
を

用
い
て
景
公
を
諌
め
た
と
す
る
話
も
、
『
晏
子
春
秋
』
の
中
に
見
え

て
い
る
。斉

に
大
旱
あ
り
て
時
を
通
ゆ
。
景
公
は
群
臣
を
召
し
て
問
い

て
曰
く
、
天
雨
ふ
ら
さ
ざ
る
こ
と
久
し

C

民
は
且
に
飢
色
あ

ら
ん
と
す
°
吾
、
人
を
し
て
卜
せ
し
む
る
に
云
く
‘
祟
り
は

高
山
・
広
水
に
在
り
と
。
寡
人
は
少
し
く
賦
倣
し
て
、
以
て

霊
山
を
祀
ら
ん
と
欲
す
。
可
な
ら
ん
か
と
。
群
臣
対
う
る
莫

し
。
晏
子
進
み
て
曰
く
、
不
可
な
り
。
之
を
祀
る
も
益
無
き

な
り
。
夫
れ
霊
山
は
固
よ
り
石
を
以
て
身
と
為
し
、
草
木
を

以
て
髪
と
為
す
。
天
久
し
く
雨
ふ
ら
さ
ざ
れ
ば
、
髪
は
将
に

焦
げ
ん
と
し
、
身
は
将
に
熱
か
ら
ん
と
す
。
彼
独
り
雨
を
欲

せ
ざ
ら
ん
や
。
之
を
祀
る
も
何
ぞ
益
せ
ん
e

公
日
く
‘
然
ら

ず
、
吾
は
河
伯
を
祀
ら
ん
と
欲
す
。
可
な
ら
ん
か
と
。
晏
子

日
く
、
不
可
な
り
。
河
伯
は
水
を
以
て
国
と
為
し
、
魚
鼈
を

以
て
民
と
為
す
。
天
久
し
く
雨
ふ
ら
さ
ざ
れ
ば
、
泉
は
将
に

下
ら
ん
と
し
、
百
川
は
将
に
喝
き
ん
と
す
。
国
は
将
に
亡
ば

ん
と
し
、
民
は
将
に
亡
ば
ん
と
す
。
彼
独
り
雨
を
欲
せ
ざ
ら

ん
や
。
之
を
祀
る
も
何
ぞ
益
せ
ん
と
。
最
公
曰
く
、
今
之
を

為
す
こ
と
奈
何
と
。
晏
子
日
く
、
君
誠
に
宮
殿
を
避
け
て
暴

露
し
、
霊
山
•
河
伯
と
憂
い
を
共
に
す
れ
ば
、
其
れ
幸
い
に

し
て
雨
ふ
ら
ん
か
と
。
是
に
干
て
最
公
は
野
に
出
で
て
暴
露

す
る
こ
と
三
日
。
天
は
果
た
せ
る
か
な
大
い
に
雨
ふ
ら
せ
、

民
は
尽
く
種
時
を
得
る
。
景
公
曰
く
、
善
き
か
な
、
晏
子
の

言
、
用
う
る
こ
と
無
か
る
可
け
ん
や
。
其
れ
維
れ
徳
有
り
と
。

（
『
晏
子
春
秋
』
内
篇
諌
上
・
景
公
欲
祀
霊
山
河
伯
以
祷
雨
）

あ
る
と
き
斉
は
大
旱
魃
に
襲
わ
れ
る
。
景
公
は
亀
卜
に
よ
れ
ば

高
山
と
大
河
の
祟
り
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
霊
山
と
河
伯
を
祭

祀
し
て
は
ど
う
か
と
下
間
す
る
o

す
る
と
晏
子
は
、
『
魯
邦
大
旱
』

の
子
貢
と
ほ
ぼ
同
様
の
論
理
を
用
い
、
「
之
を
祀
る
も
益
無
き
な
り
」

と
か
「
之
を
祀
る
も
何
ぞ
益
せ
ん
」
と
、
霊
山
•
河
伯
に
対
す
る

祭
祀
呪
術
の
有
効
性
を
原
理
的
に
否
定
す
る
。
晏
子
は
代
案
と
し

て
、
景
公
が
宮
殿
を
出
て
干
天
に
身
を
曝
し
、
上
天
に
降
雨
を
祈

る
方
策
を
提
案
す
る
O

E

京
公
が
そ
の
策
を
実
行
す
る
と
、
果
た
せ
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る
か
な
天
は
降
雨
を
も
た
ら
し
、

合
う
。

民
は
辛
う
じ
て
種
蒔
き
に
間
に

こ
の
場
合
で
も
、
景
公
の
祈
り
に
上
天
が
応
え
て
降
雨
を
も
た

ら
す
形
で
、
天
人
相
関
の
枠
組
み
は
維
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上

で
、
旱
魃
を
山
川
の
祟
り
と
見
な
し
、
霊
山
と
河
伯
を
祭
祀
し
よ

う
と
す
る
祭
祀
呪
術
が
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
景
公
が
宮
殿
を

出
て
干
天
に
身
を
曝
し
、
上
天
に
降
雨
を
祈
っ
た
と
こ
ろ
旱
魃
が

止
ん
だ
と
さ
れ
る
の
は
、
確
か
に
呪
術
を
肯
定
す
る
思
考
で
あ
る
。

だ
が
君
主
が
巫
祝
の
業
務
を
一
身
に
背
負
う
形
態
は
、
上
天
に
働

き
か
け
ら
れ
る
神
通
力
を
君
主
に
独
占
さ
せ
る
役
割
を
果
た
す
と

同
時
に
、
一
身
を
扱
牲
に
し
て
民
衆
を
救
済
せ
ん
と
す
る
、
君
主

の
徳
に
重
点
を
移
行
さ
せ
る
方
向
に
も
機
能
す
る
。
等
し
く
天
人

相
関
と
は
称
し
て
も
、
巫
祝
の
祭
祀
呪
術
を
媒
介
手
段
と
す
る
天

人
相
関
の
構
図
か
ら
、
君
主
の
徳
を
媒
介
手
段
と
す
る
天
人
相
関

の
構
図
へ
の
切
り
替
え
が
図
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
上
博
楚
簡
『
束
大
王
泊
旱
』
の
内
容
を
見
て
み
よ
う
。
こ

れ
は
楚
で
著
作
さ
れ
た
文
献
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
で
も
『
景

公
紺
』
や
『
魯
邦
大
旱
』
と
同
様
の
主
張
が
展
開
さ
れ
る
。
「
束
大

王
は
旱
を
泊
め
ん
と
し
、
亀
手
羅
に
命
じ
て
大
夏
に
貞
わ
し
め
、

王
自
ら
卜
に
臨
む
。
王
、
日
に
需
い
て
立
つ
に
、
王
は
消
し
て
、

．．．．．． 
に
至
る
」
と
‘
楚
の
簡
王
（
在
位
~
前
四
三
一

S

前
四

0
八

年
）
は
大
旱
魃
が
止
む
よ
う
、
漢
水
と
江
水
が
合
流
す
る
大
夏
の

地
で
雨
乞
い
の
祭
祀
を
行
お
う
と
す
る
。
だ
が
簡
王
が
太
陽
に
向

か
っ
て
祭
祀
を
始
め
よ
う
と
し
た
と
た
ん
、
日
光
が
遮
ら
れ
て
に

わ
か
に
悪
寒
に
襲
わ
れ
、
重
い
皮
陪
病
に
か
か
っ
て
し
ま
う
。
王

の
皮
附
病
の
原
因
は
、
祭
祀
さ
れ
な
い
の
を
怨
む
名
山
・
名
渓
の

祟
り
だ
と
告
げ
ら
れ
た
簡
王
は
、
直
ち
に
該
当
す
る
神
々
を
祭
祀

の
列
に
加
え
て
、
病
気
の
原
因
を
除
去
す
る
よ
う
命
ず
る
。

こ
れ
に
対
し
て
太
宰
は
、
「
太
宰
進
み
て
答
う
る
に
、
此
れ
謂
う

所
の
旱
母
な
り
。
帝
は
将
に
之
に
命
じ
、
諸
侯
の
君
の
治
む
る
能

わ
ざ
る
者
を
修
め
て
、
之
に
刑
す
る
に
旱
を
以
て
せ
し
む
。
夫
れ

旱
母
し
と
雖
も
、
百
姓
は
移
り
て
以
て
邦
家
を
去
ら
ん
。
此
れ
君

為
る
者
の
刑
な
り
」
と
諫
言
す
る
。
上
帝
は
諸
侯
で
あ
り
な
が
ら

国
家
を
き
ち
ん
と
統
治
で
き
な
い
君
主
に
対
し
、
配
下
の
旱
母
に

命
じ
て
旱
魃
の
天
刑
を
降
す
の
だ
が
、
今
日
の
事
態
は
ま
さ
し
く

そ
れ
だ
と
い
う
の
で
あ
る

C

要
は
簡
王
が
楚
国
を
統
治
で
き
て
い

な
い
不
始
末
に
対
す
る
処
罰
な
の
だ
か
ら
、
た
と
え
旱
魃
が
止
ん

だ
と
し
て
も
、
そ
れ
で
上
帝
の
怒
り
が
解
け
た
わ
け
で
は
な
く
、

民
衆
が
楚
国
を
捨
て
て
他
国
に
移
住
す
る
と
の
天
刑
を
受
け
る
だ

ろ
う
と
、
太
宰
は
簡
王
に
反
省
を
促
す
。

恐
憚
し
た
簡
王
は
、
「
王
は
天
を
仰
ぎ
て
後
、
絞
ば
わ
り
て
太
宰

に
謂
う
。
一
人
政
を
治
む
る
能
わ
ざ
れ
ば
、
而
ち
百
姓
以
て
絶
つ

か
」
「
歳
は
安
く
に
か
熟
す
と
為
す
や
」
と
、
太
宰
に
善
後
策
を
尋

ね
る
。
こ
れ
に
応
じ
て
太
宰
は
、
「
太
宰
答
う
る
に
、
如
し
君
王
、
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郡
を
修
む
れ
ば
、
高
方
も
然
る
が
く
理
ま
ら
ん
」
と
、
ま
ず
国

都
の
郡
を
き
ち
ん
と
治
め
れ
ば
、
遠
隔
地
も
そ
れ
に
準
じ
て
治
ま

る
で
し
ょ
う
と
提
案
す
る
。
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
王
は
、
郡
の
城

郭
の
修
理
を
命
じ
、
次
い
で
郊
外
の
民
情
視
察
に
出
か
け
る
。

す
る
と
、
「
三
日
に
し
て
、
王
又
た
埜
に
逗
ま
る
者
に
突
人
有
る

を
見
る
。
三
日
に
し
て
大
い
に
雨
ふ
り
、
邦
は
之
に
漫
る
。
騒
を
発

し
て
四
橿
に
眠
わ
す
に
、
四
橿
は
皆
熟
す
」
と
、
国
政
に
精
勤
す
る

簡
王
の
改
心
ぶ
り
を
見
て
、
上
帝
の
怒
り
も
解
け
‘
降
雨
に
よ
っ

て
国
中
の
旱
魃
は
解
消
し
、
駿
馬
を
走
ら
せ
て
四
方
の
辺
境
を
視

察
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
す
べ
て
の
地
方
で
穀
物
が
実
っ
て
い
る
状
況

が
確
認
で
き
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
『
束
大
王
泊
旱
』
の
主
旨

は
‘
旱
魃
な
る
天
災
は
君
主
の
失
政
に
対
す
る
上
天
の
刑
罰
で
あ

る
か
ら
、
巫
祝
の
祭
祀
呪
術
に
よ
っ
て
災
害
を
祓
う
こ
と
は
で
き

ず
、
改
心
し
て
善
政
に
転
換
す
る
以
外
に
方
策
は
な
く
、
簡
王
が

反
省
し
て
統
治
に
精
励
し
た
結
果
、
天
刑
が
解
除
さ
れ
て
旱
魃
も

止
み
、
穀
物
が
実
る
と
の
福
を
得
た
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
斤
団
）

0

上
博
楚
簡
『
飽
叔
牙
輿
阻
朋
之
諫
』
の
内
容
も
、
こ
れ
と
近
似

し
た
性
格
を
示
す
。
日
食
は
斉
に
災
害
が
降
り
か
か
る
予
兆
だ
と

告
げ
ら
れ
た
桓
公
は
、
祭
祀
に
よ
っ
て
災
害
を
祓
お
う
と
す
る
。

だ
が
そ
の
原
因
が
自
分
の
失
政
に
あ
り
、
祭
祀
に
よ
る
祓
除
は
不

可
能
だ
と
指
摘
さ
れ
た
桓
公
は
、
つ
い
に
反
省
・
改
心
し
、
善
政

に
転
換
す
る
。
そ
の
結
果
、
敵
軍
の
侵
攻
、
大
雨
に
よ
る
浸
水
、

桓
公
を
試
逆
せ
ん
と
す
る
竪
可
と
易
牙
の
姦
詐
な
ど
、
日
食
が
予
告

し
た
災
殊
を
回
避
で
き
た
と
い
う
の
が
、
『
飽
叔
牙
輿
隅
朋
之
諌
』

の
主
旨
で
あ
る
斤
日
）

0

た
だ
し
『
景
公
紺
』
『
魯
邦
大
旱
』
『
束
大
王
泊
旱
』
と
『
飽
叔

牙
輿
阻
朋
之
諫
』
と
の
間
に
は
、
重
要
な
違
い
も
存
在
す
る
。
『
景

公
癖
』
『
魯
邦
大
旱
』
『
束
大
王
泊
旱
』
の
場
合
は
、
先
に
病
気
や
旱

魃
な
る
神
罰
•
天
刑
が
降
り
、
後
に
君
主
の
反
省
と
推
拡
に
よ
る

災
残
の
解
除
が
問
題
と
な
る
。
『
魯
邦
大
旱
』
の
哀
公
は
推
量
と
反

省
に
失
敗
し
た
と
さ
れ
、
『
景
公
紺
』
の
景
公
と
『
束
大
王
泊
旱
』

の
簡
王
は
最
終
的
に
そ
れ
に
成
功
し
た
と
さ
れ
る
違
い
は
あ
る
も

の
の
、
上
天
•
鬼
神
の
災
害
↓
君
主
の
推
量
と
反
省
↓
善
政
へ
の

転
換
↓
天
刑
•
神
罰
の
解
除
、
と
い
っ
た
時
期
的
先
後
関
係
を
基

本
構
造
と
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
は
『
詩
経
』
『
書
経
』
と
同

様
の
性
格
を
示
す
。
こ
れ
に
対
し
て
『
飽
叔
牙
典
阻
朋
之
諫
』
の

側
は
、
天
象
の
異
変
↓
推
量
に
よ
る
予
言
と
反
省
↓
善
政
へ
の
転

換
↓
災
害
の
回
避
、
と
い
っ
た
時
期
的
先
後
関
係
を
基
本
構
造
と

し
、
上
天
•
上
帝
に
は
言
及
し
な
い
。
こ
の
点
で
『
飽
叔
牙
輿
隅

朋
之
諌
』
は
、
『
左
伝
』
の
天
道
思
想
と
近
い
性
格
を
示

す
の
で
あ
る
(
i
t
1
5
)
0

こ
う
し
た
重
要
な
差
異
を
含
み
な
が
ら
も
、
こ
れ
ら
の
文
献
の

基
底
に
は
、
巫
祝
の
祭
祀
呪
術
よ
り
も
、
君
主
の
徳
に
よ
る
為
政

の
側
を
優
先
さ
せ
よ
う
と
す
る
思
考
が
、
共
通
し
て
存
在
し
て
い
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る
。
彗
星
の
出
現
に
怯
え
、
祝
官
や
史
官
に
祟
り
を
祓
わ
せ
よ
う

と
し
た
景
公
に
対
し
、
「
君
に
械
徳
無
け
れ
ば
、
又
た
何
ぞ
碩
わ
ん
」

と
か
、
「
若
し
徳
回
乱
な
ら
ば
、
民
は
将
に
流
亡
せ
ん
と
す
。
祝
史

の
為
も
、
能
＜
補
う
こ
と
無
き
な
り
」
（
『
左
伝
』
昭
公
二
十
六
年
）

と
説
諭
し
た
り
、
「
巫
を
侍
み
」
、
楚
巫
の
祭
祀
に
頼
っ
て
徳
を
明

ら
か
に
し
た
い
と
願
う
景
公
に
向
か
い
、
「
行
を
慢
か
に
し
て
祭
を

繁
く
」
し
、
「
賢
を
棄
て
て
巫
を
用
う
る
」
や
り
方
を
批
判
し
て
、

楚
巫
を
東
海
の
浜
に
追
放
さ
せ
た
（
『
晏
子
春
秋
』
内
篇
諫
上
・
景

公
欲
使
楚
巫
致
五
帝
以
明
徳
晏
子
諌
）
晏
子
の
発
言
は
、
ま
さ
し

く
こ
う
し
た
思
想
的
立
場
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
巫
祝
の
呪
術
よ
り
も
君
主
の
為
政
を
優
先
さ
せ
よ
う

と
す
る
基
本
線
を
共
有
は
し
て
い
て
も
、
仔
細
に
分
析
す
れ
ば
、

そ
の
内
部
に
は
様
々
な
違
い
も
見
出
せ
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、

同
一
事
件
を
扱
い
な
が
ら
も
、

A
.
B
と
C
の
間
に
は
、
前
者
が

祭
祀
し
て
福
を
祈
る
対
象
と
し
て
鬼
神
の
み
を
挙
げ
、
後
者
が
上

帝
の
み
を
挙
げ
る
と
い
っ
た
違
い
が
存
在
す
る
。

『
魯
邦
大
旱
』
や
『
束
大
王
泊
旱
』
、
『
晏
子
春
秋
』
内
篇
諫
上
・

景
公
欲
祀
霊
山
河
伯
以
祷
雨
な
ど
は
、
土
着
的
性
格
の
強
い
そ
の

土
地
の
山
川
・
鬼
神
へ
の
祭
祀
に
対
し
て
、
そ
の
有
効
性
に
極
め

て
否
定
的
な
姿
勢
を
取
り
な
が
ら
、
上
天
•
上
帝
と
君
主
を
直
結

さ
せ
る
形
に
天
人
相
関
の
構
図
を
組
み
替
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

上
天
•
上
帝
と
君
主
を
直
結
さ
せ
る
以
上
、
そ
れ
ま
で
上
天
•
鬼

神
と
君
主
の
間
に
介
在
し
て
い
た
巫
祝
は
、
当
然
背
後
に
後
退
さ

せ
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
完
全
に
排
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

『
景
公
癒
』
に
お
い
て
は
、
君
主
が
暴
虐
で
あ
る
以
上
、
虚
偽

の
祈
祷
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
祝
史
は
、
神
々
の
福
に
与
れ
な
い

と
か
、
斉
の
民
衆
が
こ
ぞ
っ
て
呪
っ
て
い
る
以
上
、
祝
史
の
祈
祷

は
対
抗
で
き
な
い
と
い
っ
た
論
理
で
、
祭
祀
呪
術
が
効
果
を
上
げ

な
く
て
も
責
任
は
な
い
と
、
祝
史
を
か
ば
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る

が
、
同
時
に
そ
の
論
理
に
よ
っ
て
、
巫
祝
を
為
政
の
背
後
に
退
け

て
も
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
『
景
公
癒
』
は
、
先
に
紹

介
し
た

C
の
よ
う
に
、
君
主
が
福
を
祈
る
対
象
を
上
帝
の
み
に
統

一
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
点
で
『
景
公
癒
』
は
、

A
.
B
と
同
じ

く、

C
よ
り
は
や
や
古
い
時
期
の
形
態
を
留
め
て
い
る
と
言
え
る

か
も
知
れ
な
い
。

最
後
に
『
晏
子
春
秋
』
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
、
若
干
付
言
し

て
置
き
た
い
。
巫
祝
の
呪
術
を
侍
む
政
治
か
ら
、
君
主
の
徳
に
よ

る
政
治
へ
の
転
換
を
説
き
、
巫
祝
の
祭
祀
呪
術
を
媒
介
と
す
る
天

人
相
関
の
構
図
を
、
君
主
の
徳
を
媒
介
と
す
る
天
人
相
関
の
構
図

に
切
り
替
え
よ
う
と
す
る
動
き
は
、
鄭
の
子
産
、
晋
の
叔
向
、
斉

の
晏
嬰
な
ど
、
貴
族
と
し
て
君
主
を
補
佐
す
る
賢
人
政
治
家
が
活

動
し
た
春
秋
時
代
後
半
、
前
六
世
紀
に
興
っ
た
新
た
な
思
潮
で
あ

る。
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こ
う
し
た
思
潮
は
、
『
晏
子
春
秋
』
の
至
る
所
に
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。
今
回
『
晏
子
春
秋
』
中
の
説
話
と
酷
似
し
た
内
容
を
持

っ
『
景
公
紹
』
の
発
見
に
よ
っ
て
、
『
晏
子
春
秋
』
の
成
立
時
期
に

つ
い
て
も
、
新
た
な
知
見
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
上
博
楚
簡
は
、
郭

店
楚
簡
と
ほ
ぼ
同
時
期
、
戦
国
時
代
中
期
（
前
三
四
ニ
ー
前
二
八

二
年
）
の
書
写
と
推
定
さ
れ
て
い
る
汀
16)°

し
た
が
っ
て
『
景
公

紐
』
の
著
作
時
期
は
、
戦
国
中
期
以
前
、
戦
国
前
期
（
前
四

0
三

＼
前
三
四
三
年
）
か
ら
春
秋
時
代
後
期
（
前
五
二
六
＼
前
四

0
四

年
）
ま
で
遡
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
『
最
公
癒
』

と
酷
似
し
た
内
容
を
持
つ
『
晏
子
春
秋
』
中
の
説
話
も
、
春
秋
時

代
後
半
か
ら
戦
国
時
代
前
期
に
は
す
で
に
著
作
さ
れ
て
い
た
可
能

性
が
高
い
。

一
九
七
二
年
に
山
東
省
臨
祈
県
銀
雀
山
の
一
号
前
漢
墓
か
ら
出

土
し
た
銀
雀
山
漠
簡
の
中
に
は
、
『
晏
子
春
秋
』
の
竹
簡
百
十
二
枚

が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
発
見
に
よ
っ
て
、
『
晏
子
春
秋
』
が
先
秦

の
古
書
で
あ
る
こ
と
が
確
定
し
、
『
晏
子
春
秋
』
を
六
朝
時
代
の
偽

作
と
す
る
管
同
「
読
晏
子
春
秋
」
の
説
は
完
全
に
否
定
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。

『
晏
子
春
秋
』
に
対
し
て
は
、
後
人
が
戦
国
期
に
晏
嬰
の
事
績

を
集
め
て
編
集
し
た
も
の
と
す
る
見
解
が
一
般
的
で
あ
る

C

こ
う

し
た
見
方
は
現
在
も
依
然
と
し
て
妥
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、

『
景
公
紺
』
の
発
見
に
よ
っ
て
、
最
終
的
な
編
集
時
期
は
戦
国
期

だ
と
し
て
も
、
材
料
と
な
っ
た
個
々
の
文
献
の
来
歴
は
か
な
り
古

く
、
中
に
は
晏
嬰
の
生
存
中
や
、
死
後
ほ
ど
な
い
時
期
に
著
作
さ

れ
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
さ
え
出
て
き
た
と
言
え
る
。

し
た
が
っ
て
春
秋
後
半
か
ら
戦
国
前
期
に
か
け
て
の
古
代
思
想
史

を
研
究
す
る
上
で
、
『
晏
子
春
秋
』
の
資
料
的
価
値
は
、
銀
雀
山
漢

簡
の
発
見
時
よ
り
も
さ
ら
に
高
ま
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
1
)

釈
文
は
「
度
」
と
推
定
す
る
が
、
私
見
に
よ
り
「
敷
」
を
補
っ
て

置
い
た
。

(
2
)

釈
文
は
「
頁
」
を
人
名
と
解
す
る
が
、
前
後
の
文
脈
か
ら
こ
こ
に

「
頁
」
な
る
人
物
が
登
場
す
べ
き
必
然
性
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
そ
こ

で
「
頁
」
を
頭
の
意
に
解
し
、
「
輿
」
を
「
昂
」
に
膝
定
し
、
二
字
で

頭
を
挙
げ
る
意
味
に
解
釈
し
た
へ
＂

(
3
)

前
後
の
文
脈
か
ら
「
固
子
」
二
字
を
補
つ
て
置
い
た
。

(
4
)

釈
文
が
「
屈
」
字
を
補
え
る
と
す
る
の
に
従
っ
た
。

(
5
)

前
後
の
文
脈
か
ら
「
無
」
字
を
補
っ
て
置
い
た
。

(
6
)

こ
こ
の
「
可
」
は
「
所
」
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

(
7
)

こ
こ
の
「
物
」
は
「
事
」
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

(
8
)

釈
文
は
「
外
」
の
重
文
記
号
と
解
し
て
「
外
外
」
と
す
る
が
、
文

義
が
通
じ
な
い
。
通
常
の
使
用
方
法
か
ら
大
き
く
は
ず
れ
て
は
い
る

注

(25) 



が
、
上
文
の
「
内
寵
」
の
「
寵
」
字
の
重
文
記
号
と
解
し
て
「
外
寵
」

と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
9
)
釈
文
を
参
考
に
「
外
寵
」
二
字
を
補
っ
た
。

(10)

こ
こ
の
「
可
」
も
「
所
」
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

(11)
釈
文
は
「
折
服
」
の
意
味
に
解
す
る
が
、
文
義
が
通
じ
な
い
。
「
折
」

を
「
逝
」
に
改
め
て
「
去
」
の
意
味
に
解
釈
し
た
。

(12)

『
魯
邦
大
旱
』
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
上
博
楚
簡
『
魯
邦
大

旱
』
に
お
け
る
「
名
」
」
（
『
国
語
教
育
論
叢
』
一
四
号
・
二

0
0
五
年
）
、

及
び
「
上
博
楚
簡
『
魯
邦
大
旱
』
に
お
け
る
刑
徳
論
」
（
『
中
国
研
究

集
刊
』
三
六
号
・
ニ

0
0
四
年
）
参
照
。

(13)
『
東
大
王
泊
旱
』
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
新
出
土
資
料
と
諸

子
百
家
研
究
」
（
『
中
国
研
究
集
刊
』
別
冊
特
集
第
三
八
号
・
ニ

0
0

五
年
）
参
照
。

(14)

『
飽
叔
牙
輿
阻
朋
之
諫
』
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
飽
叔
牙

輿
開
朋
之
諌
』
の
災
異
思
想
」
（
湯
浅
邦
弘
編
『
上
博
楚
簡
研
究
』
汲

古
書
院
・
ニ

0
0
七
年
）
参
照
。

(15)

こ
の
点
に
関
す
る
詳
細
は
、
注

(14)

の
拙
稿
参
照
。

(16)

こ
の
点
に
関
す
る
詳
細
は
、
拙
稿
「
上
博
楚
簡
『
容
成
氏
』
に
お

け
る
禅
譲
と
放
伐
」
（
『
中
国
研
究
集
刊
』
第
三
六
号
・
ニ

0
0
四
年
）

参
照
。

(26) 


